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厚 生 委 員 会 

 

日 時 令和３年３月１０日（水）午前１０時００分開会－午後４時４５分閉会 

場 所 役場３階 第２委員会室 

 

出席委員 松尾委員長、中原副委員長、谷﨑、道工、坂原、竹原、奥野 

 

欠席委員 反保 

 

出席理事者 田代町長 

中口副町長 

松岡副町長 

      古橋教育長 

松井しあわせ創造部長 

      川端まちづくり戦略室長兼町長公室長 

      西総務部長 

相馬財政改革部長 

      窪田総務部理事兼財政改革部理事 

      今坂しあわせ創造部理事兼住民課長 

      廣田まちづくり戦略室理事兼人事担当課長 

      辻里しあわせ創造部副理事兼生活環境課長 

      松下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 

      松本しあわせ創造部副理事 

      堀口保険年金課長 

      南福祉課長 

      川井福祉課長兼保健センター所長 

      山本こぐま園長兼子育て支援センター所長 

案   件 

     （１）付託案件について 

（２）その他
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（午前１０時００分 開会） 

松尾委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまから厚生委員会を開会します。 

本日の出席委員は７名です。 反保委員については欠席届が提出されておりま

す。 

理事者については全員出席です。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立しました。 

これより厚生委員会を開きます。 

なお、携帯電話はマナーモードに設定をお願いいたします。 

３月４日の本会議において、本委員会に付託を受けました案件１０件の審査を

行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いい

たします。 

また、理事者の発言は、所属部署と氏名を言ってからよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、議案第２号「令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）につい

て」本委員会に付託された案件を議題とします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

南課長。 

南福祉課長 「令和２年度岬町一般会計補正予算（第１０次）」についてご説明いたしま

す。 

委員会資料の１ページ、歳入をご覧ください。 

１６国庫支出金、１国庫負担金、社会福祉費負担金といたしまして、１，０６

７万６，０００円の増額補正でございます。 

内容としましては、給付費の増加に伴い、障がい者自立支援給付費負担金を増

額するもので、歳出の障害福祉サービス費に充当いたします。補助率は２分の１

です。 

松尾委員長 松下副理事。 
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松下しあわせ創造部副理事 続きまして、児童福祉費負担金としまして１１８万５，００

０円の増額補正を行うものです。 

内容につきましては歳出でご説明させていただきますが、障がい児入所給付費

等国庫負担金として障がい児通所支援費に充当するものです。 

なお、補助率は２分の１です。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 次に、２国庫補助金、社会福祉費補助金といたしまして４３万４，０００円

の増額補正でございます。 

内容につきましては、歳出でご説明いたしますが、障がい者総合支援事業費補

助金として障がい者福祉費に充当いたします。補助率は２分の１です。 

次に、１７府支出金、１府負担金、社会福祉費負担金といたしまして５３３万

８，０００円の増額補正でございます。 

内容としましては、給付費の増加に伴い、障がい者自立支援給付費負担金を増

額するもので、歳出の障害福祉サービス費に充当いたします。補助率は４分の１

でございます。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 続きまして、児童福祉費負担金として５９万２，０００円の

増額補正を行うものです。 

内容につきましては歳出でご説明させていただきますが、障がい児入所給付費

等府費負担金として障がい児通所支援費に充当するものです。 

なお、補助率は４分の１です。 

以上、当委員会付託分歳入計といたしまして１，８２２万５，０００円の増額

補正をするものです。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 次に、歳出についてご説明いたします。委員会資料の２ページをご覧くださ

い。 

３民生費、１社会福祉費、障害福祉サービス費といたしまして、２，１３５万

３，０００円の増額補正でございます。 

内容としましては、障害福祉サービスの各種給付費について予算不足が生じる

ことから増減を行うもので、内訳として、障がい者共同生活援助給付費８８３万
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４，０００円の増額、障がい者就労移行支援給付費３１６万５，０００円の増額、

障がい者自立生活訓練給付費１８８万６，０００円の増額、障がい者就労継続支

援Ａ型給付費１３７万４，０００円の増額、障がい者就労継続支援Ｂ型給付費９

６９万４，０００円の増額、障がい者施設入所支援給付費７０万円の減額、障が

い者宿泊型自立訓練給付費１７０万円の減額、障がい者生活介護給付費１２０万

円の減額でございます。 

歳入の障がい者自立支援給付費負担金、国１，０６７万６，０００円、府５３

３万８，０００円を充当いたします。 

続きまして、障がい者福祉費といたしまして、８６万９，０００円の増額補正

でございます。 

内容としましては、障がい者総合支援法及び児童福祉法の改正により障害福祉

サービス等の支給決定や審査支払を行う障害福祉システムの改修を行うための改

修委託料でございます。歳入の障がい者総合支援事業費補助金を充当いたします。 

次に、２老人福祉費、介護保険特別会計繰出金といたしまして１４９万円の増

額補正でございます。 

内容としましては介護給付費の増加により必要となる保険給付費のうち、町負

担分を介護保険特別会計に繰り出しするものでございます。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 続きまして、２児童福祉費、障がい児通所支援費として２３

７万１，０００円の増額補正を行うものです。 

内容といたしまして、障がい児通所支援給付費のうち、放課後等デイサービス

の利用が増加しており、予算が不足すると見込まれるため増額するものです。 

なお、財源につきましては障がい児入所給付費等負担金、国１１８万５，００

０円、府５９万２，０００円を充当します。 

以上、当委員会付託分歳出計といたしまして２，６０８万３，０００円を増額

補正するものです。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 続きまして、繰越明許費補正についてご説明いたします。 

戸籍電算化事業としまして６４２万４，０００円を繰り越すものです。 

内容としましては、法改正に伴うシステム改修におきまして、国の仕様書の確
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定の遅れによりシステム業者のソフトウェアの開発が遅れ、年度内にシステム改

修の完了が見込めないことから、令和３年度に繰り越すものです。 

松尾委員長 ただいまの説明に対しまして質疑ございませんか。 

中原副委員長、どうぞ。 

中原副委員長 今回の補正予算の要因の一つに、障がい者福祉サービスの利用の増、利用

が増えたということで増額が必要になったということがあるようですけれども、

その増加、利用の回数だったり利用者が増えたんだったり、いろんな理由がある

んだと思うんですが、一定の傾向があるようであればお聞きしておきたいと思い

ます。お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 ご質問にお答えいたします。 

今回の障害福祉サービス費の増額補正の主な理由といたしましては、副委員長

おっしゃるとおり利用者が増えたとか、利用回数が増えたというものが主な原因

となっております。 

こちら令和２年度の当初予算の編成時の見込みよりも増えたということでご理

解いただきたいと思います。 

実際は大きなところとしましては、障がい者共同生活援助給付費、グループホ

ームにかかるところでございますが、そちらのほうが、当初予算での想定人数よ

りも約５名ほど増えたというふうな実績が上がっております。 

上がった原因というのは、今現在調べておるところでございます。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 放課後デイサービスについての増加要因でございますが、ま

ず対象者が令和２年４月１日現在で２３名、令和３年２月１日時点で２６名の３

名の登録者数の増加、それと放課後デイの各個人の上半期４月から９月分と下半

期１０月から、今判明しています１月分までの利用状況について確認しましたと

ころ、全体で３２件中、下半期に一月当たりの給付平均額が増加した件数が１５

件、すみません、人数が１５名、上半期の一月当たりの給付平均額が多い人数が

８名と。 

下半期から利用された方が７人、上半期のみ利用された方が２名というふうに、

下半期の給付額が上半期より増えている、人数がほぼ倍ということで、また令和
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元年度、放課後デイの実績件数は３３６件に対し、令和２年度実績見込件数は３

８４件と件数も増えていると。 

このようなことから全体の一人当たりの増加が増えてるということで考えてお

ります。 

特に、放課後デイの給付額の大きい月は令和３年１月受付分でございまして、

それが一番高い額にはなっているんですけれど、コロナウイルスの感染の増加と

直接結びつくようなほどの額の増加でもありませんので、特にコロナウイルス感

染症が増加したことによる増加とも考えておりません。 

松尾委員長 よろしいですか。 

ほかの委員の皆さん、質疑ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第２号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第２号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

議案第３号「令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）につ

いて」を議題とします。 

本件について担当課から説明を求めます。 

堀口課長。 

堀口保険年金課長 令和２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）について

ご説明させていただきます。 

今回の補正は、後期高齢者医療被保険者に対する保険料還付返還金について補

正をお願いするものです。 
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では、資料の３ページをご覧ください。 

まず、歳入でございますが、５繰越金、１繰越金、繰越金としまして３３万１，

０００円の増額補正でございます。 

内容といたしましては、本補正予算の調整財源として増額するものでございま

す。 

続きまして、歳出でございます。 

３諸支出金、１償還金及び還付加算金、保険料還付金といたしまして３３万１，

０００円の増額補正でございます。 

内容といたしましては、後期高齢者医療被保険者に対する保険料還付金につい

て、当初見込みを上回る返還額が必要となったため増額するものでございます。 

以上、当委員会付託分として歳入歳出それぞれ３３万１，０００円の増額補正

でございます。 

松尾委員長 ただいまの説明に対しまして、質疑ございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 参考までに、保険料を還付することになった事情といいますか、教えてくださ

い。 

松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 坂原委員の質問にお答えさせていただきます。 

増額の理由といたしましては、ほとんどが死亡による還付金の発生による返還

金となっております。 

松尾委員長 そのほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第３号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第３号は、本委員会において可決されました。 

議案第４号「令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第４次）について」

を議題とします。 

本件について担当課から説明を求めます。 

南課長。 

南福祉課長 委員会資料の４ページをご覧ください。 

令和２年度岬町介護保険特別会計補正予算（第４次）につきましてご説明させ

ていただきます。 

今回の補正予算につきましては、介護給付費の増加に伴い必要となる保険給付

費について計上するものでございます。 

また、歳入予算につきましては、歳出予算において計上いたしております保険

給付費を介護保険制度に基づく負担割合に応じて算定し計上しているものでござ

います。 

歳入についてご説明いたします。 

１保険料、１介護保険料、現年度分特別徴収保険料といたしまして２４２万１，

０００円の増額、現年度分普通徴収保険料といたしまして２６万９，０００円の

増額補正でございます。 

次に、４国庫支出金、１国庫負担金、現年度分といたしまして２３８万４，０

００円の増額補正でございます。 

次に、２国庫補助金、現年度分調整交付金といたしまして６４万８，０００円

の増額補正でございます。 

次に、５支払基金交付金、１支払基金交付金、現年度分といたしまして３２１

万８，０００円の増額補正でございます。 

次に、６府支出金、１府負担金、現年度分といたしまして１４９万円の増額補

正でございます。 

次に、１０繰入金、１一般会計繰入金、現年度分といたしまして１４９万円の

増額補正でございます。 

歳入は以上でございます。 
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続きまして、歳出についてご説明いたします。 

委員会資料の５ページをご覧ください。 

２保険給付費、１介護サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費といた

しまして６９３万円の増額補正でございます。 

内容としましては、地域密着型介護サービス給付費の増加によるものでござい

ます。 

次に、４高額介護サービス等費、高額介護サービス費といたしまして、３００

万円の増額補正でございます。内容としましては、高額介護サービス費の増加に

よるものでございます。 

次に、５特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費といたしま

して１９９万円の増額補正でございます。内容としましては、特定入所者介護サ

ービス費の増加によるものでございます。 

以上、当委員会付託分計といたしまして、歳入歳出ともに１，１９２万円の増

額補正でございます。 

松尾委員長 ただいまの説明に対しまして質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第４号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第４号は、本委員会において可決されました。 

議案第６号「令和３年度岬町一般会計予算について」本委員会に付託された案

件を議題とします。 

本件について、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略した
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いと思います。 

また、歳入歳出をそれぞれ分けて審議をしたいと思います。 

それでは、歳入から審査に入ります。 

委員会資料の６ページから１０ページをご覧ください。質疑ございませんか。 

奥野委員。 

奥野委員 ３点をお聞きしたいと思います。 

委員会資料６ページの項１負担金、節２社会福祉費負担金で、そこの下側で、

老人福祉施設入所者本人負担金、これに関する施設が何か所であるのか、それの

対象となる方の人数、お一人当たりの負担金がどれぐらいになるのかお教えいた

だきたいと思います。 

それと２点目、７ページの目５、総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助

金として、個人番号カード交付金事業費補助金が５６０万何がしと、その下、同

じカード交付事務費補助金８６０万円、合わせて１，２２０万円ぐらいになるん

ですけれども、この発行枚数の見込みというか、予定している枚数をお教えいた

だきたいと思います。 

それと、直近で分かっていたら、今までどれぐらいのデータになっているのか

お教えいただきたいと思います。 

３点目、一番最後、１０ページのコミュニティバス整備事業費で２，１３０万

円あげていただいておりまして、先日、この４月から運行されるすごくきれいな

バスも見せていただきました。 

あれと同じようなものが２台目発注されるということだと思いますけれども、

出来上がってくるまでかなり時間がかかると思いますが、どれぐらいの、これは

２台目の運行予定なのか、お教えいただきたいと思います。 

以上、３点お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 奥野委員の１点目のご質問にお答えさせていただきます。 

老人福祉施設入所者本人負担金のところでございますが、こちらの本人負担金

の充当先につきましては、施設は１か所になります。予算書で言いますと、ペー

ジはちょっと分からないですけども、老人ホーム入所措置費というのがございま

して、そちらのほうになります。令和３年度予算では３０９万円の当初予算の計
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上となっているものでございます。 

こちらにつきましては、老人福祉法に基づく措置としまして、入所していただ

いてる部分になりまして、現在、入所者は１名でございます。 

１名の方でございますので、１名の方の１２か月分の負担金を歳入のほうで計

上させていただいています。額にしますと、月額４万１，８００円となります。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 お答えさせていただきます。 

まず、個人番号カード交付事業費補助金につきましては、金額的には令和２年

度の当初予算の編成時に比べてかなり金額的には減少しております。 

まず、その理由はこの個人番号カードの事業費補助金は、市区町村が地方公共

団体情報システム機構Ｊ－ＬＩＳに委託したマイナンバーカードの事務等に要す

る費用をＪ－ＬＩＳに対して交付する交付金に対して国から補助されるものでご

ざいます。 

令和３年度から国はカード管理システムに係る経費については国の業務をシス

テム一括して統括管理するデジタル庁に予算計上されて、デジタル庁から直接Ｊ

－ＬＩＳに支払う仕組みに変わります。 

これに併せて、システム経費以外の経費に要する費用についても総務省からＪ

－ＬＩＳに直接補助することになりますが、そうなれば、今回この補助金という

のはなくなるんですが、令和２年度の予算の未執行額の繰越しがされますので、

その費用を令和３年度当初予算、市区町村で予算化する必要があるということで

この金額が繰越し分だけ案分されて各市町村に交付されますので、その額を予算

計上させていただいております。 

次に、個人番号カード交付費補助金につきましては、この費用は市町村で事務

を行うに当たりまして、会計年度任用職員等の人件費に充てられるものでござい

ますので、その費用を国から示される上限額をここに計上させていただいており

ます。 

交付予定数なんですけれども、国の計画では令和３年度末では交付率７８．

７％、大体約７５％程度の計画を想定しているというところですけれども、実際

は３０％を下回っている状態でございます。 

国の予算はもちろん交付枚数に応じてこれから補正等予算計上されて最終Ｊ－
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ＬＩＳに対して交付される予定ですが、現在の直近の２月２８日現在の交付率の

予定数では、岬町では４，９５２枚、率にして３１．７％。 

国では、２６．２％という状態でございます。 

ですから、実績に応じてまた枚数が変わっていくということで、あくまで目標

は計画に基づいて予算化されます。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 ３点目のコミュニティバスですが、今年度納車しましたポン

チョを購入する予定でございます。 

スケジュールにつきましては、今年度につきましては、３月３日に納車したの

ですが、来年度につきましても２月、３月が納車日になると思います。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 ２点目のマイナンバーカードの件でもう一度。 

この費用でどのぐらいの発行枚数になるかというのは分かりますか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 国の予算で、人口で案分されますので、想定枚数については今

分からない状態です。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 ３点目のコミュニティバスで答弁いただきましたが、来年の２月、３月と言っ

たんですかね。まるまる１年はかかるということですか。 

今回、見せていただいたのもそれぐらいの納期でしたかね。 

大変、色もよくて遠くからでも分かっていいのじゃないかと思いますので、ま

たよろしくお願いしておきます。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 資料の６ページですが、款１５の使用料及び手数料、節２の児童福祉使用料で

すけど、この中で保育所、保育料として計上されております。 

保育所の保育料は、３歳児からたしか無料だと思うんですけど、ここに上がっ

ているということは、ゼロ歳から２歳までの分かなと思うんですけど、額が大き

いので、対象人数何人ぐらいかなと思うのですが、分かれば教えてもらえますか。 

松尾委員長 松下副理事。 
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松下しあわせ創造部副理事 坂原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

ここに挙げられていますのは、ゼロ歳から２歳の第１子の課税世帯の方の保育

料ということになります。 

令和３年２月２５日現在の課税されている対象者でございますが、２７名とい

うことで確認しております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 確認なんですけど、課税世帯ということですね。 

それと、岬町独自の施策で第２子も無料となっていると思うんですけど、とい

うことは、これは課税所帯で第１子の分ということになるんですかね、確認です。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 ご質問にお答えさせていただきます。 

ゼロ歳から２歳の第１子の課税世帯ということでございます。委員の言われた

とおりでございます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 その件は了解です。 

もう二、三件お聞きしたいんですけど、今、奥野委員からも質問ありましたマ

イナンバーカードの件なんですけど、交付に関する事務費の補助金ということで

会計年度任用職員の人件費に相当する話がございました。 

今、オークワなどでもやってますよね。オークワの中で、マイナンバーカード

発行して、あれはいつまでやるのか、これが入っているのか教えてもらえますか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 オークワでやられているのは、マイナンバーカード作成してか

らマイナポイントという事業を、ひも付け等の手続をするために、総務課担当で

事務を行っています。 

期限はたしか３月５日まででした。３月５日で終了してるということで、役場

の１階の窓口で対応しております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 分かりました。あと何点か、お願いします。 

委員会資料８ページ、目３の衛生費府補助金ですが、ここに自然海浜保全地区

清掃費等補助金として上がってますけど、これはどこの部分のどういう内容にな
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るのかお答えお願いできますか。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 ここでいう自然海浜といいますのは、岬中学校裏の海岸線ご

ざいますけども、海岸線途中のトイレを置いてますが、そこから水族館、今はも

う水族館はありませんけども、みさき公園側の、エリアが自然海浜となっていま

して、そこにかかる清掃委託とかトイレ掃除委託、ボランティアで清掃も行って

おりますので、備品の購入とか、そういったものの事業の補助ということで大阪

府の補助事業なっております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 分かりました。 

あと、もう２点続けてお聞きします。 

９ページの一番上のところ、ここに地域自殺対策強化交付金があるんです。こ

の自殺対策、どういう対策をしているのか、今までの実績をお聞きしたいと思い

ます。 

また、今年も同じことをするのか、何か違うことをするのかお聞きしたいと思

います。 

松尾委員長 川井保健センター所長。 

川井保健センター所長 地域自殺対策交付金ですが、自殺対策強化のために現在行ってお

りますのは、こころの体温計というメンタルチェックのシステムをインターネッ

ト上に開設して、ホームページからアクセスしていただきまして、住民の方にご

自身のストレス状態等をチェックしていただくことと、あとは相談先等の情報提

供を行っております。 

次年度につきましては、岬町の自殺対策防止計画に基づきまして、こころの体

温計の事業と併せまして自殺予防対策用に講演会を予定しております。 

また、ゲートキーパー研修といいまして、地域の皆様とともに自殺の予防のた

めに困ってる方に気付くというようなコミュニケーションを取るような講習会を

保健センターで行おうと思っておりまして、そのための事業費を上げております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 ちなみに、こころの体温計で何を見ているかとか、そんなのは分かりますか。 

松尾委員長 川井保健センター所長。 
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川井保健センター所長 委員のご質問にお答えします。 

毎月のアクセス数等の報告があるんですが、申し訳ありません、今、手元に資

料持ってきておりませんので、令和２年度分かっている実績、後ほどでよければ

資料としてお出ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 その件は、それでお願いします。 

最後の質問ですけど、９ページの目３の衛生費の委託金ですね、ここに行旅死

亡人取扱い交付金とあるんですが、これの額が上がってるんですけど、今年度、

令和２年度の実績といいますか、毎年そんなにないそうに思いますけど、今回、

金額が上がっているので増えてきているのかなと思うんですけど、どうでしょう

か。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 坂原委員のご質問にお答えします。 

今年度の実績につきましては、ただいま５件出ております。 

予算に計上している件数につきましては２件見込んでおります。 

松尾委員長 よろしいですか。 

竹原委員。 

竹原委員 私から２点、お願いします。 

６ページ真ん中に使用料の都市計画使用料、コミュニティバス運賃ということ

で８６６万円上がっておりますが、令和２年度と見比べると少し減額されてるの

かな。決算等も見ながら算出されたのかなと思いますが、算出の計算式というん

ですか、どのようになっていたのかというのをお聞きします。まず１点、お願い

します。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 竹原委員のご質問にお答えします。 

令和２年４月から１０月の実績を基に算出しております。 

運賃収入としまして４７万９，０００円を１２か月分見込んで５７５万６，０

００円。回数券販売収入としまして基本路線と支線で平均２４万２，０００円に

なりますので、それの１２か月分２９０万４，０００円、これを合計しますと８

６４万円として算出しております。 
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松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 そうしたら、恐らくこの令和２年の実績というときは、緊急事態宣言が発令さ

れて、あまり外に出てなかったときなんではないかと思われますので、計画的に

は低めに出ている、実際はもう少し増えるのではないかと思うんですけど、そう

いう認識でいいでしょうかね。 

お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 委員おっしゃるとおり、実際ではもう少し上がってくるとは

思っております。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 結構です。 

そしたら次の質問に移ります。 

そこから数段下になります、手数料、清掃手数料。ごみ処分手数料ということ

で７７１万４，０００円上がっております。 

持込みごみ等を受け付けていただいて、最後にお支払いして帰るところの費用

だと思われますが、土曜日に美化センターにごみを持ち込むととっても並んでい

るときあるんですよね。 

何とかならないのかなって思うのと同時に、何とかならないかっていう声もお

聞きしております。 

持込みごみのこの手数料取ってる分、手数料取ってもらっても何とかごみほか

したい住民がかなり多くいてますので、その辺、令和３年度何とか考えてもらう

ことはできないのかなというのをざっくりしてますが、質問させてもらおうと思

います。お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 委員おっしゃるとおり、土曜日の大型の粗大ごみの持ち込み

につきましては、件数が多いということで並んで混み合っているということはお

聞きしております。土曜日以外の日を検討したいと思います。 

 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 検討していただいて、美化センターの上っていく坂道がずっと渋滞しててびっ
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くりするような状態というのを何回か経験したんですよ。 

この大型ごみの持込みというのは、以前、１０年近く前にも議論したと思うん

ですが、難しいところをやってもらっていると思いますので、そこを、現場の職

員も昼ご飯食べられないぐらい頑張っているともお聞きしているので、働き方改

革の面からも前向きに検討していただければと思いますので、これは要望とさせ

ていただきます。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 委員会資料の６ページ、款１５使用料及び手数料の項１使用料の目３衛生

使用料、節１保健衛生使用料の墓地使用料についてお尋ねしたいと思います。 

来年度の予算の額が例年と比べたら大きく予算取りされているように思うんで

すけれど、その理由についてお聞きしたいと思います。 

それから、委員会資料８ページの一番真ん中辺りの節２老人福祉費補助金の老

人医療費助成事業費補助金について確認をさせていただきます。 

来年度の予算、歳入として予定しておられるのが１８９万９，０００円という

ことですが、１年前の審査のときには３８６万４，０００円ということで、ぐっ

と低くなる、大阪府から入ってくるお金が少なくなるということになるわけです

が、これは老人医療助成制度の改定の影響と考えておけばいいのかお尋ねをいた

します。 

それから、次の９ページの一番上の新子育て支援交付金（妊婦歯科検診等）と

いうのと、その２つ下の子ども子育て支援交付金（乳児家庭訪問等）とあります

けれども、この二つが少し、ごく僅かではありますが増額の傾向にあるようなん

ですけれど、これは、例えば妊婦さんであるとか、出生時といいますか、赤ちゃ

んが増える傾向があると考えていいのか、その点についてもお尋ねしたいと思い

ます。お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 １点目のご質問にお答えします。 

墓地使用料につきましては、２年度は１件分だけ計上しておりました。３年度

につきましては、１３区画分の空き区画がございますので、公募を行っていこう

と１３区画分を計上しております。 
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松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 副委員長の質問に答えさせていただきます。 

老人医療費助成補助金の金額が昨年より減っている要因につきましては、制度

改正によるものでございます。 

松尾委員長 川井保健センター所長。 

川井保健センター所長 まず、新子育て支援交付金の増額ですが、こちら事業の中に、保

健センターが発達相談を受ける心理士の先生とともに町内の保育所、あと幼稚園

等巡回させていただいてます、巡回相談というものがあるんですが、やはり、各

園所からの相談件数、相談する子どもさんの数が増えてきておりまして、その中

で相談員の先生の執務回数を増やしていただいていることで６万円ほど増額して

おります。 

申し訳ないです。子育て支援交付金の方の中身、もう少し確認をしたいので、

後でもよろしいですか。 

ありがとうございます。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 １点目にお答えいただいた墓地使用料は、深日の墓地で募集できる分が増

えたということでよかったでしょうか、念のため確認させてください。 

それから、引き続いてお尋ねします。 

委員会資料９ページの一番下の雑入のところで、防犯カメラデータ情報提供料

とありまして４万３，０００円という予算が計上されております。 

これは、回数でいうと３回分を予定されているということでいいのか、確認を

させてください。 

それから、最後の１０ページなんですが、上から２行目の生活支援ハウスの利

用料が、来年度、引き下がるというか、減少する傾向にあるようで、この要因が

何かということについてお聞きしたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 中原副委員長のご質問にお答えします。 

深日墓地につきましては、深日墓地の階段上がったところに空き区画４区画、

階段の下段に２区画、淡輪墓地で７区画、合計１３区画を予定しております。 

もう１点目の防犯カメラの回数につきましては、中原委員おっしゃるとおり３
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回分を見ております。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 中原副委員長の質問にお答えします。 

生活支援ハウスの利用料のほうが前年度と比べて減少してるということでござ

いますが、要因としましては、利用者の人数が減ったというところが主な要因で

ございます。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 生活支援ハウスの利用料収入の減少については、利用人数が減っていると

いうことを説明いただきました。 

今、そうしたら空き室があるということでいいのでしょうか。 

どれぐらい空き室があるのか、結構、一時なかなか空いてたと思ったら詰まっ

ちゃったみたいな状態が結構続いていた状況があったように記憶しているんです

けれど、最近の利用状況というか、空き室の状況をお聞きしたいと思います。 

併せて、たしか１室は緊急の場合、措置入所的な対応も含めて確保していたか

と思うのですが、それも従前と変わりない運用がなされているか、その点につい

てもこの機会に確認させていただきたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 現在の入所者の人数でございますが、今現在、入所者は１６名いらっしゃる

と把握しております。 

定員のほうは１９名でございますので、その差、３室が開いているというよう

に考えていただいたら結構でございます。 

あと、副委員長おっしゃいました緊急時の指定用ということで１室確保してい

るという、それは変わりございませんで、現在もそのように運用しております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 分かりました。 

最後のコミュニティバスの整備事業債に関わってお尋ねをいたします。 

さっき、納車の時期の話が出ておりましたので、参考までにお尋ねするもので

すが、先だって３月３日に新しいバスが納車されたということで、そのときに議

員対象のお披露目会といったようなことがあったのでしょうか。 

松尾委員長 松井部長。 
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松井しあわせ創造部長 ３月３日に新しいポンチョの納車日ということで、議員にアナウ

ンスさせていただいただけで、特に議員へのお披露目という形ではなくて、納車

日に役場敷地内に来るということを、ご案内をさせていただいたということで、

特にお披露目会はさせていただいたのではございません。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 今、答弁の中でアナウンスをさせてもらったとおっしゃいましたか。 

私もアナウンス聞いたのかしら。 

松尾委員長 松井部長。 

松井しあわせ創造部長 議会１日目に各議員に、チェックしながらではなく、個別にお話

しさせてもらったので、もし漏れていましたら、申し訳ございません。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 記憶にございません。 

松尾委員長 田代町長。 

田代町長 この件については、松井部長から説明のあったとおり、新しくバスが入るので、

関係者に見てほしいということもあり、私のほうから、議会にも案内して見ても

らえればと指示をしたところであります。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 町長がそうおっしゃられたことであるならば、私だけが抜けてたのかしら。 

私も記憶にないだけで、もしかして聞いたのかしら。 

でも、多分、この記憶のなさは私、聞いてないのだと思うわ。１０時半なんて

いう時間聞いたら覚えてると思うんで。 

だから、そういうときは、ぜひ今後、書面で案内していただくとか、漏れない

ようにしていただいて、ぜひ私も見たかったなと思って。 

今回の導入はすごく前向きなものだと思っていますから、前から言ってますけ

ど、低床で非常に乗り降りしやすい、買物の荷物持ってても乗り降りしやすいし、

すごくいいものを、高い金額ではありますけれど思い切って予算化されて導入と

いうことでおめでたいことなので見たなかったなって思って。 

車のことを聞くのは、委員でもおられますけど、竹原議員がフェイスブックの

ブログで写真付きで載せてあって、あら、こんなのなんだ、いいな。 

よく読んだら、議員対象のお披露目会って書いてあったもので、えっと思って、
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私、よく紙をなくすので、お披露目会の案内もらったのに私が紙なくしたのかと

思ったんです。 

それで、ちょうど議会があるからそこで聞こうと思って、タイミング的によか

ったので聞かせていただいただけなんです。 

また、ぜひこういう機会があったら、私にもぜひお誘いいただければ嬉しいな

と思います、お願いだけさせていただきましたので。 

分かりました、事情は分かりましたので、ありがとうございました。 

松尾委員長 川井保健センター所長。 

川井保健センター所長 副委員長、先ほどお尋ねになられました１点で、子ども子育て支

援交付金の増額の部分なんですが、この事業、利用者支援事業といたしまして、

保健センターにおきまして母子等の相談に当たるときの人件費相当分が補助され

てます。 

今回、そこの金額で、そこに充当する職員を変えましたので人件費の額が少し

変わりました。その上での差額になっております。 

ご質問にありましたとおり、例えば子どもの出生数が増えたのかとか、そうい

うことが増加要因かということのご質問でしたが、出産数が増えたであるとか、

そういったことの増加要因ではありませんのでよろしくお願いします。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 分かりました。 

松尾委員長 そのほかの委員の皆さん質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで一般会計歳入についての質疑を終わります。 

続いて、歳出に入ります。 

なお、参考資料として配付しております本委員会所管内訳表を併せてご覧くだ

さい。 

まず、総務費に入ります。 

予算書６４ページ、６５ページの目６交通安全対策事業費、７４ページから７

７ページの項３戸籍住民基本台帳費をご覧ください。質疑ございませんか。 

はい、坂原委員。 

坂原委員 ちょっと二、三点お聞きします。７５ページです。節１０の需用費、消耗品費
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で上がっておりますが、これの内容をお聞きしたい。 

それから、節１２の委託料、この中で住民情報システム改修委託料とあります。

この改修の内容と、この２点をまずお聞きしたいと思います。お願いします。 

今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 坂原委員のご質問にお答えいたします。 

まず消耗品費ですが、その消耗品費につきましては、戸籍の事務、戸籍のプリ

ンタートナーやマイナンバー関係の事務費に伴う消耗品です。 

主に昨年より減少している理由につきましては、パスポート交付事業用で収入

印紙の購入費用が、このコロナの影響でかなりパスポートをつくられる方が減少

しておりますので、それを見込んだ分が減少している状況です。 

あと、委託料につきましては、住民情報システム改修委託料ということで、こ

れは、令和２年度の補正予算で、国外転出者に対して戸籍の附票が活用されて、

マイナンバーカードの本人確認ができるということで、その戸籍システムから住

民票コードの照会、除票システムへの住民票コードの送信など、住民情報システ

ムに追加するシステムの改修が、令和２年度の６月の補正で１５７万３，０００

円の予算を組んでおります。これに伴う初期突合支援作業が令和３年度発生しま

すので、その作業の委託料がこの４９万５，０００円となります。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 そのシステムの改修の意味が、よく分からなかったんですけれども、これ別に

住民に特に関係ないということですか。こちら側で対応するというか、システム

の中身を変えるだけで、住民にとって関係ないということですかね。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 はい、法改正に伴うシステム改修でございますので、これが業

者委託して住民に直接関係は発生しませんが、国外転出者にマイナンバーカード

の利用ができるようにするための改修費用となります。 

松尾委員長 よろしいですか。 

奥野委員。 

奥野委員 予算書７５ページの報酬のところで、会計年度任用職員報酬６人と、予算が上

がっておりますが、この４月からみさき公園駅前に、あれ何て言うのかな、発行

コーナーができましたよね。そこには、職員さん何人か当然、週火木土でしたか、
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開設をされると聞いておりますが、何人ぐらいの職員を貼り付けるのか、ここの

任用職員さんは何人ぐらい行かれるのかなというような感じに思っているのです

が、その辺りいかがですか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 奥野委員のご質問にお答えいたします。 

会計年度任用職員、この６名の内訳なんですけれども、住民課窓口が２名、マ

イナンバーの窓口が３名、残り１名が今おっしゃるような住民票と印鑑登録の証

明書の発行コーナー１名という配置になっております。昨年は、会計年度任用職

員は４名でしたけれども、パスポートのところで２名の配置でございました。あ

と、そのもう１人、再任用職員を、令和２年度に配置しておりましたが、その再

任用職員が任期満了による退職となりますので、会計年度任用職員を１名追加し

たところでございます。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 今、みさき公園の発行コーナーには任用職員１名ということですが、もうその

方だけが就かれるということですか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 現在のところ、その会計年度任用職員１名と再任用職員、また

はほかの職員１人の２名配置という予定でございます。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 それともう１点。前にも聞いたと思うのですが、その開設の時間、もう一度時

間をお教えいただけますか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 開設時間につきましては、９時半から１５時半、３時半までと

いう予定でございます。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 火木ということであれですが、土曜日はお休みの方が助かるかと思うのですけ

れども、当面この３日で進めて、日曜日のような段取りはまたのところ、これか

ら考えるというところでございますか。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 奥野委員のご質問にお答えいたします。 
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当面、火木土という形で、日曜日につきましては、やはりシステムのサポート

体制が現在できない状態でございます。それで、土曜日の開設につきましても、

その辺のサポートがございませんので、もし不具合等があれば、翌週の月曜日、

休み明け対応となりますので、日曜日につきましては、サポート体制の様子を見

ながら、検討していきたいと考えております。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 サポート体制がまだ不確定なような感じなんですけれども、こちら５時半に閉

まったら、もう少し向こうが遅くまでやっているような、何か前、説明を受けた

ような気がするのですが、その辺はないですね。１５時３０分ということですね。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 当初から９時半から１５時３０分と説明させていただいており

ます。 

松尾委員長 よろしいですか。そのほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。 

竹原委員。 

竹原委員 先ほどの奥野委員の関連の質問でございまして、みさき公園駅前に便利な証明

書の交付コーナーということを予定されておりますが、自分がよく買物に行く和

歌山市のところにイズミヤがあるんですけれども、そこにはね、和歌山市役所の

住民票・印鑑証明書自動交付コーナーというのがありまして、これはもう無人で

すわ。無人でカードを入れると住民票なり印鑑登録証明書が自動的に交付される

ということで、ご利用時間が月曜から金曜が１０時から１９時、そして、土日が

９時半から１７時、祝日に当たっては祝日も一緒ですね、９時半から１７時。た

だし、１２月３１日から１月３日まではご利用できませんと書かれています。や

り方によってはね、そういう対応もできるのではないのかなと思うんですよね。

こういう自動的な話でしたら、ある程度の人数を利用するという、そういう機械

を入れているのだと思うんですが、できたらこの利用時間というのは、やっぱり

土日もそうですし、時間を遅らせる、５時だったら５時と、平日だったらもう７

時というように何とかせんとですね、せっかくいいものをつくっても取りに来ら

れる方の利用数というのが上がらないのではないかと、このように思いますので、

その辺の検討というのがね、この間の前回の話では検討してみようかという話の

中で、何も進んでないなと思うのですが、その点、どんな話をしたのかなととて
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も疑問に思っておりまして、そこをどのような気持ちでおられるのか、一回お聞

きさせていただきたいです。お願いします。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 和歌山市の機械を置かれている件ですけれども、当初、導入を

検討したのですけれども、メーカーのほうではコンビニ交付等に移行しておりま

して、その各市町村単独で機械を設置して、そういう住民票とか印鑑証明を発行

するものについては、メーカー自身が対応していないと、それでコンビニ交付に

移行しているという現状でございます。ですから今後、コンビニ交付を検討して

いく中で、その機械、マルチコピー機を各施設に置いていくというのも一つの検

討材料と考えております。 

あと、時間の延長、曜日の検討については、月曜日等は本庁で窓口がかなり混

雑しますので、取りあえず当初説明させていただきましたように、みさき公園の

駅前で、試験的に平日は火曜日、木曜日を開設して平日の状況を見ながら、あと

は休日の状況は土曜日の開設した状況の中で、曜日をこれから増やしていくのか、

時間を延長していくのかというのをその実績を見ながら検討させていただきたい

と考えております。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 実績を見ながらといいますかね、実績を見るならば、あえて、取りあえず、最

初の間は毎日でも開けて、時間も遅くまで開けた上で実績を見て、そして利用者

が少なければ、少ないところの時間帯を開けないというように実績を見たらいい

のではないかというのが普通の考えですよ。それが、利用しにくい時間帯だけを

開けておいて、利用実績を見るというは反対ではないかと、考え方が逆ではない

かと思われるんですよね。だからその点も含めて、今後しっかりと検討していた

だきたい。これは、前のときにも言ったと思うんですけれど、それは何とかね、

せっかく開けるんですからね。住民も期待しておりますので、ぜひ、前向きにし

ていただきたいなと、このように思います。お願いします。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 それについては、実績を見ながら検討していきたいと思います。 

あと、日曜日の開設につきましては、先ほど申し上げましたように、システム

のサポート体制の問題がございます。ちょっとその辺が、非常に対応が困難と考
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えております。 

松尾委員長 よろしいですか。 

ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

中原副委員長どうぞ。 

中原副委員長 予算書の今、話題になっていた証明書の交付コーナーのことで、私も兼ね

てからその時間帯だとか、曜日は幅広くということは求めてきたところなんです

けど、さっきの話を聞いていて、システムのサポートが受けられないというのが

一つのネックになるように聞いてたんですけどね、そのシステムのサポートがで

きないというのは、土曜日も日曜日も同じ条件なのか、日曜日はさらに何か別の

要素があるのか、そこをお聞きしたいなと思います。 

それから、同じ戸籍住民基本台帳費の中の節１１の役務費の通信運搬費につい

てお尋ねしたいんですけれど、これは予算額が少し増やしてあるようなんですけ

れどもね、これは、何のお金かなということなんですけれど、恐らくマイナンバ

ーカードの申請の後、郵送でご本人が受け取れるという、そこに関わるお金なの

かなと思って見てたんですが、そうだとしたら、これは国から郵送料等について

もきちっと措置されるものなのかなと思いまして、お尋ねするものです。お願い

いたします。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 お答えいたします。 

土日のサポート体制については、土曜日、日曜日、同じ条件でございます。や

はり、システムのバージョンアップ等につきましては、現在のところはできるだ

け業者が日曜日にバージョンアップできるんであれば、日曜日に限定してやりた

いと、土曜日こちらのほうに影響ないようにということは言われているんですけ

れど、大規模的な改修になれば、この５月ですか、予定しておるように金曜日の

夕刻から日曜日の終日にかけて、その３日間のバージョンアップ作業が必要にな

りますので、臨時休業する必要が出てくるというところでございます。 

それから、役務費についてですけれども、委員おっしゃるマイナンバーの郵送

料については、昨年も予算計上させていただいておりまして、ほとんど変わらぬ

金額を計上しております。これにつきましては、おっしゃるように補助対象とい

う形になります。あと、増えている要因が一つ、住民票と印鑑証明の発行コーナ
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ー、そちらのほうでそのシステムを利用するための回線使用料、電話回線使用料

等が今回増額の要因となっております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 先にお答えをいただいた、土日のシステムサポートの状況なんですけれど、

説明の中でおっしゃった、大規模なというかね、バージョンアップを行うような

作業が入るということは、そんなに何ていうか頻回ではないと思うんですね。そ

れで、私はどうしても日曜日開けろとかいうことを主張するわけではないんです

けれども、一般の働いておられる方の状況を考えると、土曜日はお仕事をされて

いるけれど、日曜日はお休みという方のほうがまだ多いかなと。土日休みの方も

もちろん増えてきているわけですけれど、どちらか週末、どちらがお休みの方が

多いかというと、恐らく日曜日がお休みの方のほうが多いだろうなと思って、そ

うなると、土曜日か日曜日かどちらかを選ばなければならないとなると、日曜日

を開けるほうがいいのじゃないかなと考えたというだけのことなんです。実際、

まだ始まっていないことでもありますけれど、利用状況を見ながら変更する、拡

充するというときには、前向きに時間帯を増やすことだとか、曜日もよくご検討

いただきたいなと思います。 

なかなかここは難しいところでね、利便性を高くということでいうと、それは

もう毎日で長時間開けておくのが一番いいんですけれど、そこにはコストもかか

ってくるので、そこは見極めながら進めていかなければならないという難しい状

況の中で、週に３日というところをお選びになっていると思いますから、開設し

た後に利用状況を見て、日程についてはお考えいただければいいのじゃないかな

と思いますけれど、まずは、順調なスタートが切れるように、着実な準備を進め

ていただきたいと思います。 

それから、総務費の中で交通安全対策事業費に関わってお尋ねをいたします。

予算書の６５ページの防犯カメラデータの情報提供手数料に関わって、これはあ

れか、ちょっと違う委員会に関係することかもしれないけど、設置の予定台数を

お聞きしたいなと思って。駅の設置数は７か所だったかなと思うんですけれども、

予算の計上の状況を見ると、これは違うところに載っているのかな。総務文教委

員会の範囲かな、分かりました。じゃあ、委員会を傍聴するのと、また個人的に

調べておきます。分かりました。じゃあ、質問は結構です。 
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もう一つありました。予算書の７７ページ。節１３使用料及び賃借料の中で、

１つ目に個人番号カード交付申請用タブレット端末リース料というのがあります

よね。それで、その次に個人情報システム端末リース料というのがありますよね。

１つ目のほうは、交付に必要なタブレット端末だというのが分かるんですけど、

２つ目が、２つ目の端末というのはどういったものなのか、なぜ必要なのか、お

聞きしておきたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 今坂理事。 

今坂しあわせ創造部理事 ご質問にお答えいたします。 

まず、個人番号カード交付申請用タブレット端末リース料、これは、マイナン

バーカードを窓口で昨年１０月から使用しているタブレットの端末のリース料で

ございます。 

それから、次に住民情報システムの端末リース料、これは、みさき公園の駅前

の発行コーナーで端末２台、あと、指紋認証とか附属機器ございますけれども、

それをトータルでリースするための費用でございます。 

松尾委員長 はい、よろしいですか。ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

すみません、先ほどね、皆さんの興味がありました、みさき公園の住民コーナ

ーですけれども、単純にこれ、月水金が空いてると思うんですけれど、空きとい

うか、開いてないという状況ですけれど、そのときにバージョンアップというの

はできないのかなと素朴に思ったんですけれど。 

今坂しあわせ創造部理事 本町では単独サーバーではなくて、現状、このシステムのサー

バーはクラウドで契約しているということを聞いております。他市町村の状況も

ございますので、基本的にはバージョンアップというのはお休みの土曜日、日曜

日に作業されるということになっているようです。 

松尾委員長 ありがとうございます。そしたらすみません。引き続いて進めます。 

これで、質疑なしと認めます。 

これで、総務費の質疑を終わります。 

続いて、民生費に入ります。予算書の８２ページから１０７ページをご覧くだ

さい。ただし、９２ページから９５ページの目９文化センター費は、ほかの委員

会の所管ですので除きます。 

質疑ございませんか。 
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道工委員。 

道工委員 すみません、昨年も聞かせていただいたのですけれども、８３ページの報酬の

ところでね、障害支援区分認定審査会の委員報酬ありますね。これも、平成３１

年までは３０人おったんですが、令和２年から２０人になったと聞いているんで

すが、その当時より、この令和２年の２０人の予算から見ると、またかなり上が

っております。その辺の上がった要因と、同じように障害者施設推進協議会委員

報酬これが１４人になっているんですけれども、これは平成３１年は９万２，０

００円の同額だったんですが、令和２年では３６万６，０００円という措置され

ていましたけれども、この辺、回数が両方ともに、この委員会の開催審査会の開

いている、協議会とか開いている回数が多くなっているのかどうか、その辺の確

認をさせてください。 

あと、１点ありますけれども先お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 道工委員のご質問にお答えさせていただきます。 

まず、障害支援区分認定審査会委員の報酬でございますが、こちらは昨年度、

２２３万２，０００円。本年度は２９５万２，０００円ということで、７２万円

ほど増額いたしております。要因といたしましては、こちらのほうは障害福祉サ

ービスを受ける方の支援区分を認定する審査会でございまして、回数が令和３年

度の更新の認定を受けられる方の見込みが、本年度よりもかなり多いと見込んで

おります。支援区分の更新期間がございますので、その辺りで来年度は非常に件

数の多い年度ということで見込んでおりますので、回数のほうが令和２年度のほ

うは年間２４回の開催で予定しておったものが、来年度、令和３年度につきまし

ては、３２回の開催を見込んでおりますので、開催回数が増えたことによりまし

て、金額のほうも増加しておるものでございます。 

道工委員 もう１個のほうをお願いします。 

南福祉課長 すみません、先ほどの支援区分の認定審査会でございますが、こちらにつき

ましては阪南・泉南・岬と２市１町の合同で実施しているものでございまして、

令和元年度から令和３年度まで３年間におきましては、岬町が事務局として当番

をしておるものでございます。 

続きまして、障害者施策推進協議会員報酬でございますが、こちらにつきまし
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ては、昨年度３６万６，０００円で本年度は９万２，０００円ということで減額

をしております。 

令和２年度につきましては、障害者基本計画と障害福祉計画及び障害児福祉計

画の策定を令和２年に行って、今現在も行っておる最中でございますので、その

策定のため、年間４回の開催を令和２年度は予定しておりまして計上させていた

だいておりました。 

来年度におきましては、計画のまだ見直し年度ではございませんので、進捗状

況の管理ということで、年間１回の開催を見込んでおるため、開催回数が少なく

なったため減額しておるものでございます。 

松尾委員長 道工委員。 

道工委員 続いて、１０７ページの認可外施設等の助成費につきましてお伺いしたいと思

います。これは、令和２年で新規事業だったというように聞いておりますけれど

も、今年度は令和２年度に比べて、３分の１ぐらいになってますけれども、これ

はこの認可外施設が少なくなったということの考え方でいいんですか。その辺の

中身を教えてください。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 子育て支援課の松下です。道工委員のご質問にお答えさせて

いただきます。 

令和２年度、予算が１５１万２，０００円に対して、令和３年度予算が５０万

４，０００円と１００万８，０００円ほど減額になっているんですけれども、認

可外施設が本庁の場合２か所ございまして、減少とかいったことではございませ

ん。令和２年度については、制度が始まって、まだ実際どれぐらいかかるかとい

う利用される方の人数がはっきりつかめませんでしたので、漠然とした数字で１

５１万２，０００円という数字を挙げさせていただきましたが、実際、令和３年

度については１名分ということで、４万２，０００円掛ける１２か月掛ける１人

分ということで、５０万４，０００円を算出根拠としまして、今現在、該当者は

いません。 

松尾委員長 道工委員。 

道工委員 はい、分かりました。 

松尾委員長 竹原委員。 
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竹原委員 児童虐待防止アドバイザー報償費について、質問させてください。そこで、児

童虐待防止に向けて取り組んでいただいていると思うんですが、言える範囲で構

いませんので、岬町において、こういう案件というのがあったのかなかったのか、

あったら何件あったのか。といいますのは、いろんな各所でオレンジリボンの活

動を手伝ったこともございますので、今後、岬町において、その活動をどのよう

にしていくのか、民間のそういう団体でしておりますので、計画に入れていきた

いと思いますので、実績というのが分かるのであれば、教えてください。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 令和３年２月１日現在の要保護児童が２９名で要支援児童が

４７名、特定妊婦が１１名という内容で、７６名程度の要支援・要保護なりが必

要な児童がいる状況でございます。ただ、このような要保護なり要支援なりに一

度上がりますと、継続的な見守りが必要ですので数年単位、短い方で数か月単位

で見守りということになりますが、一般的に継続して見守る必要が出ている状況

でございます。令和２年度になっても一時保護を要する方も２件ほどございまし

たので、児童の虐待についてはネグレクトが非常に多いんですが、なかなかなく

ならない状況でございます。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 はい、あまりにも数が多くて、驚いているところでございます。ナイーブなと

いうんですか、なかなか表に出てこない案件だと思いますので、自分自身ももう

少し勉強せなあかんなとねじを巻かれたような気分でございます。しっかりとア

ドバイザーの話が聞けるよう、しっかりと執行していただきたいなという思いと、

自分自身もっと頑張らなあかんなと思うところでございます。また、よろしくお

願いします。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 予算書の８５ページです。節７報償費で手話奉仕員派遣時謝礼というのがあり

ます。それでまた、その下の節１２の委託料には、手話通訳者派遣委託料とある

んですが、この先に言いました派遣時謝礼が少し増えているのかなと思うんです

けれども、この２つの違い、またこの謝礼が増えた要因、分かりましたらお願い

します。 
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松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 坂原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

まず、手話奉仕員派遣時謝礼でございますが、こちらは昨年、令和２年度につ

きましては４万３，０００円、令和３年度につきましては１６万２，０００円と

いうことで、１１万９，０００円ということでかなり上がっているんですけれど

も、上がった原因としましては、聴覚に障害のある方に対して日常の行政の窓口

とか、病院等へ行くときに手話の通訳をするための手話奉仕員を派遣するという

事業でございまして、令和２年度につきましての実績としましては、実人数で５

人の方が利用され、延べで４７回ほど利用されているということで、令和元年の

延べ２６回に比べ、かなり利用が増えてきているというのが現状でございました

ので、本年度につきましては、１２月補正のほうでもかなり増えてきているとい

うことで、補正対応をさせていただいたところでございます。あくまで、利用者

の方が増えられたということで、派遣の回数が増えると見込んでおりますので、

増額をさせていただいておるところです。 

もう１点目の、手話奉仕員の派遣の謝礼と、委託料の手話通訳者派遣委託料の

これの違いでございますが、まず、手話奉仕員につきましては、町のほうで手話

の講習を行いまして、町のほうにその手話の可能な方を登録するということで、

手話奉仕員は町のほうに登録されている方。手話通訳者というのは、大阪府の講

習のほうを受けられて、手話奉仕員より高度な手話の技能を持ってはる方が大阪

府のほうの講習を受けられて、大阪府のほうに登録されている方でございます。

こちらにつきましては、大きな病院とかそういったところを利用するときに、専

門的な用語が出てきますので高度な手話の技術が必要になってくる、そういった

際には手話奉仕員ではなく、手話通訳者を大阪府のろうあ会館のほうに依頼しま

して、派遣していただくという形で対応しております。手話奉仕員につきまして

は、日常の行政手続とか身近なまちの診療所とか、そういったところの手話通訳

で対応できるところについては、手話奉仕員で対応するという形で使い分けを行

っているところでございます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 はい、よく分かりました。その手話奉仕員のほうですね、この奉仕員というの

が、その手話奉仕するその資格を得るといいますか、それが、この１２委託料の
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手話講習委託料、この手話講習だと思うんですけれども、この手話講習の委託料

が毎回金額は一定しているんですけれど、これはそういう意味では、講習会をも

っと充実させて、手話奉仕員をもっと増やしていくというのが必要なのかなと思

うのですが、かなり必要とされてね、出動回数も多いみたいですから。また増え

てきている傾向にあるみたいですから、これはもっと手厚くして増やしていくと

いうのが必要と思いますけれど、その辺はいかがでしょうか。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 坂原委員のご質問にお答えします。 

手話報酬委託料につきましては、こちらの５３万の中で入門コースと基礎コー

スというものをやっております。それが、年間４０回講習を開催するという経費

となっておりまして、それに合わせて、手話奉仕員養成コースということで、こ

れはまた別のコースで年間６回のコースをこの５３万の中で委託をしておるとこ

ろでございます。 

それで、委員おっしゃいますとおり、やはり手話奉仕員は町としても養成のほ

うを積極的に行っていくべきところとは認識しております。本年度につきまして

は、残念ながらのコロナの影響で、通常の講習会のほうが開催できなかったとい

う現状もございます。昨年度、令和元年度につきましても、８名の方が参加され

たんですけれども、修了された方が１人ということで、ちょっとなかなか手話奉

仕員の養成が進んでいない状況ではございます。本年度につきましては、コロナ

の影響で通常の開催はできなかったんですが、年明け１月から短期コースという

形で、１月から３月までの間で開催しています。正式な修了とはならないんです

けれども、手話にちょっとでも触れていただこうというところで、何とか手話の

奉仕員の方とか、手話に携わっていかれる方を少しでも増やしていきたいと思っ

ているところでございまして、また来年度もそういったところを積極的にやって

いきないなと思っております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 その手話奉仕員の関係でですけれど、その聴覚障がい者、この講師で来てくだ

さる方、その講習で教えているんですけれども、その活動以外にもサークルでで

すね、日常的に活動されているように聞いています。これはここで聞いていいの

か分からないんですけれど、もし違ったら言ってください。その聴覚障がい者の



 

 

34 

方も緊急連絡用の以前はファクスでしとったってことがあったんですけれど、も

ちろん、聴覚障害があるので書面でということでね、ファクスで。それをその当

時、私はファクスよりもメールのほうがいいのと違うかと、直接本人に届くから

手間もかからないしということで、提案してたんですけれど、そのときはファク

スで考えているという話があったんですが、その後どうやらメールに変わったよ

うで、今、緊急連絡はメールでしているようなんですけれども、そのメールです

るっていうの、それは特に費用、予算とかかからないものなのか、またその担当

者がこれ誰かが発進せないかんので、誰かそれは職員担当でしているのか、その

辺分かったら教えてほしいんですけれど。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 そうですね、聴覚障害者の方の緊急連絡につきましては、以前は委員のおっ

しゃるとおりファクスで行っておりましたが、１２月の補正予算のほうでコロナ

の臨時交付金のほうを活用をいたしまして、町のほうに１台タブレット端末を購

入し通信回線も申込みの上、そちらのほうを利用してＳＮＳですね、実際ＳＮＳ

というのはＬＩＮＥになるんですけれども、そちらのほうで聴覚障害者の方に登

録をしていただいて、登録をされた方に対して町の緊急的な情報をＳＮＳ、ＬＩ

ＮＥのほうで発信しているという事業を、始めたところでございます。 

購入費用につきましては、令和２年度予算のほうで補正対応をさせていただい

たところです。あと、ランニング費用、通信費がかかってきます。そちらにつき

ましては、こちらの社会福祉費の役務費の通信運搬費の中で賄っておるところで、

こちらは使い続ける限りかかってくる費用でございます。 

担当としましては、令和２年度からの手話通訳のできる任期付職員を雇用する

ことができましたので、そちらの方と、担当職員の２名で分担しながらＬＩＮＥ

のほうを、緊急連絡ですので、主に危機管理等と連携しながら情報提供を行って

いるところでございます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 はい、緊急連絡の件はよく分かりました。それで、この手話言語条例というの

は岬町でも適用しますので、ぜひこの手話をね、町内でも広げていく努力をこれ

からもお願いしたいと思います。 

引き続き、次の質問に移ります。同じページですが、節１８の負担金補助及び
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交付金の中で、更生保護女性会補助金、その幾つか下で、保護司会補助金という

のがあります。これには大体、いつも同じ額で推移しているように見えるんです

けれど、この補助金の内容といいますか、少額なんでね、内容といってもそんな

にないかもしれませんけれども、どういうように使われているのか、分かればお

願いしたいと思います。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 坂原委員のご質問にお答えします。 

まず、保護司につきましては、法務省における更生保護の担い手としまして、

法務大臣のほうから委嘱された方でございまして、その活動につきましては、国

の保護観察所のほうで所管されているというところでございます。 

岬町には現在、保護司会のほうには１１名、更生保護女性会のほうには３０名

の会員の方が在籍されると伺っております。この当補助金につきましては、岬町

における更生保護活動への協力としまして、保護司会と更生保護女性会に対して、

その活動を支援するため交付しているところでございます。 

補助金の主な使途としましては、決算書を伺うところ、保護司会や更生保護女

性会の府支部など、上部の団体への会費とか、あとは実際のその活動内容に使わ

れているというところで確認しております。今後も地域における更生保護活動へ

の協力を行っていきたいと考えております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 はい、これは法務省の管轄ということで、直接は関係ないのかもしれませんが、

非常に大事な活動をされているというように思うんですね。更生保護、更生に関

わることがもちろんなんですけれども、以前、岬中学校でも、この保護司会が主

催で薬物を使わんようにしようという、そういう講演会とかも開いてました。そ

れは、実際に薬物を使ってた人が、それが立ち直るという、そういう団体がある

らしくて、その団体の人、だからもう実際にその薬物に手を染めて、その更生し

ているというね、当人のその話とかね、非常に衝撃的な話だったと聞いています。

そういう、幅広い活動をしているので、町としても補助金を出すのであれば、も

っともっと何か活動を応援できるようにできないかなという趣旨で聞いておりま

す。 

ちょうど今、京都のほうでコロナ禍に入って、初めて日本で国際会議が開催さ
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れているんですけれど、京都コングレスという国連犯罪防止刑事司法会議という

のが今しているそうです。京都のほうでね。犯罪防止に関して、世界的に会議し

ているわけですが、その中で注目されているのが、日本のこの保護司制度が注目

されているそうです。社会的にね。これは、更生にとって非常に重要な意味があ

って、大事なことだろうというので諸外国でも日本のこの保護司制度を導入して

はどうかというような議題になっているそうです。ところが、その一番元の日本

でね、保護司制度ができた日本で今その保護司制度が疲弊しているんですよね。

要するに高齢者で、聞くところによると、保護司に一度就任すると、死ぬまで辞

められないというぐらいね、非常にもう長い期間、続けておられると聞きます。

なので、そういう意味もあって、町として本当にできることがあれば応援してい

ったらいいのではないかと思うのですが、その辺の考え方についてはいかがでし

ょうか。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 そうですね、坂原委員がおっしゃるとおり、今、京都のほうで国際会議が開

かれておりまして、その中で世界保護司会議を開くということは私も聞いており

ます。その中で、世界保護司デーの制定を目指すということで、共同宣言を採択

したということも伺っております。やはり、そういったところで世界的にも日本

の保護司制度、かなり注目されておられるというところではございますが、委員

おっしゃるとおり、この制度ができてかなり古いということで、制度のほうは疲

弊しているというのも現実でございます。町としましては、保護司法というもの

がございまして、保護司法の１７条におきまして、その地域において行われる保

護司とか、保護司会、保護司の連合会の活動に対して必要な協力をすることがで

きるというふうに法律にも行われておりますので、そこは町としましても積極的

な協力を今後も行っていきたいと考えております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 はい、何か今後に町としても貢献できるように、ぜひ考えていただきたいなと

思います。 

すみません。引き続きよろしいでしょうか。 

８９ページなんですが、一番上の節１２の委託料の中で、生活支援ハウス運営

業務委託料とあります。これの内容についてお聞きしたいんですが、説明をお願
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いをします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 質問にお答えいたします。 

生活支援ハウス運営委託料ということで、まずは生活支援ハウスというところ

ですけれども、生活支援ハウスとは、６０歳以上の高齢者、高齢者の独居の方と

か、高齢者のみの世帯の方を対象に家族による援助を受けることが困難であると

か、高齢のため生活することに不安のある方に対して、安心して生活が送れるよ

うに介護の支援機能とか、居住機能、交流機能を総合的に提供する施設というこ

とで、町のほうで設置している施設でございます。岬町のほうでは、淡輪地区に

１か所設置しているところで、先ほど中原委員の質問にありましたとおり、定員

が１９名で運用しておりまして、今現在１６名の方が利用されているというとこ

ろでございます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 淡輪にあって、定員が１９名ということなんですけれども、そこに入るにはど

ないしたらいいんでしょうかね。それ、あまり一般的にみんな知られてないのか

なと思うんですけど、その辺の位置付けはどうなってるのでしょうか。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 入所につきましては、まず町のほうが窓口となっております。町のほうで対

象者の要件に合致しているかというのを町の中の内部の判定委員会のほうで審議

させていただきまして、要件が満たしているという方になれば入所していただく

という手続になります。 

おおむね条件としましては、岬町内に６か月以上居住されておる方、生活支援

ハウスにおいて日常の安全な生活が確保できる方、他の利用者に危害を加えるお

それがないとか、そういった形の条件をつけておりまして、基本的には生活する

のにご自分で生活のできる方、あまり重い介助が必要じゃないという方を対象に、

主に低所得の方を優先して入所判定をしているところでございます。 

松尾委員長 よろしいですか。 

もうすぐお昼になりますが、ほか質疑ある方いらっしゃいます。 

奥野委員、どうしましょうか。昼からでもやりましょうか。 

はい、そしたら昼休憩をしたいと思います。 
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再開は、１３時から行いたいと思います。よろしくお願いします。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

松尾委員長 それでは、午前に引き続き、会議を始めます。 

はい、松井部長。 

松井しあわせ創造部長 午前に行われました質問に対して、補足説明をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

予算書の９５ページ、民生費、児童福祉費、児童福祉総務費の報償費で、竹原

委員から児童虐待防止アドバイザー報酬費に関連しての担当課長からの説明で、

要保護の数、また要支援の数の回答をさせていただきましたが、それは全て重要

案件につながる件数ではございませんでして、重要案件につながらないように要

保護のお子さん、また要支援のお子さん、また保護者の方々に対して助言をいた

だき、関わっていく中での支援をお願いしている方が児童虐待防止アドバイザー

でございます。 

また、要対協の担当としては、今年から１名増員して２名体制で、子どもに対

しての現認とか、保護者への支援などといったところをアドバイス頂きながら適

切に対応することで重要な案件につながらないように努めているところでござい

ますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

松尾委員長 竹原委員、よろしいですか。 

竹原委員 そうしましたら、現状で重要案件になっているというのは把握してないという

か、ないという認識でよろしいんでしょうか。 

松尾委員長 松井部長。 

松井しあわせ創造部長 そのとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

松尾委員長 その他の委員の皆さん、今、民生費です。民生費の中で質疑ございませんか。 

奥野委員。 

奥野委員 ３点お聞きしますが、まず１点目が９９ページの１４工事請負費、保育所改修

工事として２７１万９，０００円上がっておりますが、これはどこの保育所でど

ういう工事内容かお教えください。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 奥野委員の質問にお答えさせていただきます。 
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保育所改修工事の内容でございますが、淡輪保育所の四、五歳児トイレブース

の改修工事がまず１つ、２つ目に、淡輪保育所本館雨漏り改修工事、３つ目に、

深日保育所として１階西側ガラス周りコーキング打ち直し改修工事、４つ目に、

緑ヶ丘共同調理場の床塗装改修工事、以上の４点の予算として２７１万９，００

０円ということで計上させていただいています。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 それは分かりました。 

じゃあ、２点目ですね、１０３ページの一番上の１９扶助費、子ども通院医療

費と子ども入院医療費がありますけれど、これたしか１８歳までの子どもさんの

分だと思いますが、２つとも何人分ぐらいの予算計上なのかお教えください。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 奥野委員の質問にお答えさせていただきます。 

令和３年１月末現在の対象者数としまして、就学前の府制度分が２２６人、就

学前の町制度分が１８８人、町制度分の小学生が４９３人、町制度分の中学生が

２８１人、高校生が３４７人、町制度分です。対象者としては、その合計しまし

た１，５３５人を対象としています。 

府制度分の就学前２２６人と言いますのは、一定の所得内の場合を指しており

ます。一定の所得を超える場合は町が負担ということとなっています。対象者と

しては１，５３５人です。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 今ちょっと数字が分かりにくかったんですけれども、１，５３５人が全体とい

うような数字だったと思うんですけれど、それの大体何パーセントぐらいの医療

費を見ているかとか、そういう大まかな数字でいいんですが、その中は分かりま

すか。この予算組んでいるには大体これぐらいの人数かなというのがつかんで予

算計上しているのじゃないんですか、そういうもんじゃないのかな。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 令和元年度の件数としては１万６，３２０件ございまして、

こちらについての予算要求の段階での件数ということでよろしいですか。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 この予算上げている数字が何人分かということを聞きたいんです。 
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松尾委員長 答えられますか。松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 奥野委員の質問にお答えさせていただきます。 

入院が１５８件、通院が２万２２０件で予算を考えております。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 後に言われた医療費のほうが延べで２万２２０件という数字ですか。 

松尾委員長 答えられますか。松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 通院については２万２２０件でカウントしております。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 もう１点、今の人数分かりました。 

次は、１０５ページの１８、一番下ですね、施設型給付費、これは教円幼稚園

の認定こども園と海星幼稚園の分だと思うんですけれども、１億２，７２０万２，

０００円、これも教円幼稚園の人数と海星幼稚園の人数、何人分かお教えくださ

い。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 令和３年２月１日現在の対象者を調べた数字をまず言わせて

いただいていいですか。 

海星幼稚園が４０人、教円幼稚園が４８人、あと広域として鷺森幼稚園が２人、

松江幼稚園が１人、桃の木の森こども園が１人、ワンワン認定こども園が１人、

以上９３人ということになっています。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 町外の幼稚園に行ってる方も給付するということになるわけですね、これは。

結構です。ありがとうございます。 

松尾委員長 ほかに質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 午前中の審査を聞いていてふと思ったんですけど、報酬でいろんな協議会

とか審査会とかの委員さんの報酬のところで、人数は大抵の場合記載されている

んですが、例えば会議の回数なんかも予算書の中に書いていただければ大体分か

りやすいかなと思うので、以後そのようにしていただいたらどうかなと。 

午前中、予算書の８３ページの社会福祉総務費の報酬のところで障害支援区分

認定審査会の委員報酬と障害者施策推進協議会委員報酬のところで少し質疑があ
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ったと思うんですけど、ほかのところでも人数と合わせて実施回数が記載されて

いたら、より予算書の書面を見た上でよく分かるのじゃないかなと思いますので、

可能であればそのように対応していただきたいなと思います。 

予算書の９１ページ、健康ふれあいセンター費に関わって資料を求めたいと思

います。利用者数を後で構いませんのでお教えいただきたいと思います。知りた

いのは、２０１９年度中の公衆浴場、プール、その他、それから総計の利用者の

数をお示しいただきたいと思います。 

同じ項目で直近の１月３１日までとか、どこかの段階までつかんでおられる部

分があれば今年度についてもお聞きしたいと思いますので、資料の提出をお願い

したいと思います。 

それから、この９１ページの一番上なんですけど、老人医療費府制度分とあり

ますが、これは府の制度が変わったことで予算額としても非常にとまで行くかな、

小さい額になってきているわけですが、これは私の記憶が曖昧かもしれないんで

確認なんですけど、来年度でこの制度は移行期間が終了するということで載って

いるというように考えたらいいですかね。念のため確認をさせてください。 

少し疑問に思っているのは、２０１８年度から制度が変えられたんですね。私

はいつもこの制度改定に対してよくないというように主張しているわけですけれ

ど、３年間の経過措置があって、その３年間のうちに来年度予算がぐっと落ちて

いるので、なぜここまでの変化があるのかなという疑問からお尋ねをするもので

す。 

それから、予算書９５ページの先ほど竹原委員から質問のあった児童虐待防止

アドバイザーの報酬費に関わって私も確認までですが、お聞きしたいことがござ

います。 

先ほどのお答えで深刻になるような案件はないと考えているということであり

ましたけれど、その前の答弁で一時保護した児童が２名いたと、これはいつのこ

とだったか、ちょっとごめんなさい、メモが間に合わなかったので、そんなこと

もありましたけれど、この一時保護した２名というのは、何年度中の、今年度中

のことだったか、その点まず確認しておきたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 一時保護２件の内容ですけれど、いずれも今年度中というこ
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とでなっております。 

松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 副委員長のご質問にお答えさせていただきます。 

老人医療制度につきましては、大阪府の制度改正において平成３０年度より経

過措置となったところであります。こちらにつきまして、今年度末、令和３年３

月末で制度が終了となるところです。令和２年度末、この３月末で終了となると

ころです。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 先ほど２件ということで申し上げましたけれど、３月１日に

もう１件、一時保護入っていますので、今時点で３件ということになります。訂

正させていただきます。申し訳ありません。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ９１ページの老人医療費の経過措置期間の計算を間違っておりました。今

年度末でこの制度は基本的に廃止されるということですよね。そうなると、ここ

に予算として残しておくというのは、制度としては廃止だけれど、翌年度に処理

しなければならないものが出てくるということで残してあると見ていいのか教え

てください。 

それから、９５ページの虐待防止に関わる問題なんですが、答弁を聞いていま

して、要保護、児童要支援事業、それから特定妊婦の数をお示しいただいて、そ

れで重要案件につながらない状況だというようにおっしゃっておられたんですけ

ど、それなのにこれ以外にまた違う分類で対象と考える児童や家庭があるのか。

要は一時保護した子どもがいるということですよね。それで、それは非常に重大

な案件と見るべきだと思うんですよ。だけどもう一方で重要案件にはつながらな

いということも同時におっしゃられるので、私どう理解していいのかよく分から

ないと思っていまして、ご説明をもう少し加えていただけるとありがたいと思い

ます。 

それから、予算書の９７ページの目２児童福祉施設費の節１報酬等、それから

節２の給料に関わってお聞きいたします。 

報酬のところで行きますと、来年度の会計年度任用職員報酬ということでこち

らは増えています。それで、その下のお給料一般職級、増えているというのは、
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ごめんなさい、今年度の予算のときの示された人数と比較してということなんで

すけど、同じように一般職級、正職員の方の数については減っています。それで、

私が聞きたいのは、ここには保育士の方の人数が含まれているのじゃないかなと

思っているので、保育士の方の配置状況についてお尋ねしたいと思います。 

保育士の中で正規の職員が何人で、会計年度任用職員が何人なのか、それから

以前お聞きしたところでは、入所の児童数の増加傾向が続いていると、増加傾向

が見られるとお聞きしたんですけれど、その傾向は現在に至るまでも続いている

と考えていいのかどうかお聞きしたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 老人医療費につきましては、今年度末で経過措置が終了するというこ

とで説明させていただいたところですが、来年度の予算につきましては、遡及分

に対応するための予算措置をさせていただいているところです。 

松尾委員長 松井部長。 

松井しあわせ創造部長 児童虐待の関連で重要案件に含まれるものということで、私のほ

うから今重要案件に関わるものはないということでお話させてもらいましたが、

担当から一時保護の話も出ました。 

重要案件だから一時保護するという場合もございますが、重要案件につながら

ないために保護者の方とお子さんを一時的に離す必要があるという判断で児童相

談所であります岸和田子ども家庭センターで判断されるケースもあると思います。 

今の３件については、重要案件につながらないように一時保護したというふう

に私は判断し、回答をさせていただいたところです。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 まず、保育士の配置状況でございますが、令和３年３月１日

現在の配置状況を申し上げますと、保育士は正職員が２３人、会計年度職員の保

育士が４０人、合計６３名。 

あと入所児童の増加傾向が続いているかどうかでございますが、平成３１年４

月１日現在と令和２年３月１日現在で比較させていただきますと、平成３１年度

の淡輪保育所の児童数が１３１に対して令和２年３月１日現在の淡輪保育所の児

童数が１３６。 

次に、令和３年３月１日現在の深日保育所の児童数が４１、同じ数です。次に、
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平成３１年４月１日現在の多奈川保育所の児童数が１４に対して令和３年３月１

日現在の多奈川保育所の児童数が１５ということで、淡輪保育所が５名増加して

いますが、深日は同じ数で、多奈川保育所についても１名増加で若干の増加とい

う傾向にあるかと思われます。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 老人医療費に関わってもう１点だけ重ねてお尋ねをいたします。 

この制度で大阪府の福祉医療制度から対象外にされてしまう方が出るわけなん

ですけれど、その方たちに対する何らかの救済措置のようなことはお考えになら

なかったのかお尋ねをいたします。 

それから、虐待防止の問題なんですけど、重要案件につながらないために保護

した。松井部長のおっしゃる重要案件というのは子どもが死んでしまうというこ

となんですか。私、一時保護というのは、確かに色合いいろいろだと思うんです

よ。もう本当に一刻を争うというケースもあるでしょうし、一時保護に踏み切る

ときにですね。また、このまま一緒にいると不安だなと。さっきネグレクトが多

いとおっしゃっていたので、やっぱり成育の問題、身体的な問題もありますし、

もちろん身体的な問題があるということは、心理面、精神面でも深刻な被害を受

けていることが十分考えられるわけですけれど、このまま行ったら心配だから保

護するという、そこら辺は専門家が見極めなさるんでしょうけど、親だったり、

親に限りませんけれど、保護者と子どもを措置として強制的に引き離すというの

は非常に深刻だと私は考えているんですけど、私はその分野の専門家ではないの

でよく分からないんですけど、松井部長のおっしゃる深刻なケースというのはど

の段階をおっしゃっているのかなという疑問を感じているんですよ。私は、一時

保護をせざるを得ないような状況にあるご家庭というのは、既に深刻なケースじ

ゃないのかなと思ってるんですけど、そこをもう一度お聞きしたいなと思います。 

それから、保育所の保育士の問題で、正職員と、それから会計年度任用職員の

人数を教えていただきました。私、以前、正規職員の増員を求めたところです。

実態としては、例えば担任を会計年度任用職員が担わなければならないとか、そ

ういった実態があるようだったので、それはあまりにも任務が重いであろうとい

うように思いましたし、正規職員の数をやはり増やしていく必要があるというこ

とを主張したところです。 
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それで、若干ではありますが、正規職員の数が増やされておりますので、そう

は言ってもまだ非正規が多い状況にありますから、正規職員をぜひもっと増員し

ていただきたいと要望しておきたいと思います。 

それで、もう１つ、この件に関わってお尋ねするんですけど、職員の配置基準

の見直しを以前提案させていただきました。特に１歳児と言われる子どもたちと

いうのは、ほかの年齢の子どもたちに比べて非常に何と言ったらいいのかな、対

応に苦慮する。平たい言い方をして語弊があったらいけませんけれど、誤解を恐

れず言うならば、手間がかかるという年代なんですね。そこを中心に配置基準を

見直して、より手厚い配置をなさってはどうかなということを提案させていただ

いていたんですが、そのことについて、もしもご検討いただいているようならお

聞かせをいただければなと思います。お願いします。 

松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 大阪府の老人医療制度の終了に伴い、他の公費負担制度とも併せ国の

公費負担制度として創設するよう国及び大阪府への要望事項として他の市町村と

ともに従前より要望しているところであります。また、本町独自の重点項目とい

たしまして、経過措置の延長を要望しております。 

しかしながら、現在のところ方針に変更はないため、今後につきましては、国

の公費負担制度として創設するよう強く要望していくこととしております。 

松尾委員長 松井部長。 

松井しあわせ創造部長 この児童虐待に当たっての重要案件についてですが、子どもの命

に及ぶおそれがある事態が起こっているかどうかという部分がやっぱり重要視さ

れる部分かなというふうに思っております。 

身体的虐待について、日常的に保護者からの暴力とか、そういったケースとい

うのは今のところ案件としては上がってきてない状況で、また両親が、子どもの

前でけんかすることで子どもに対しての精神的な虐待の部分もあるかと思います。 

その件については、数件上がっていまして、要支援・要保護としての扱いで定

期的に子どもの様子を、担当また関係機関で把握に努めているところでございま

す。 

あと一時保護の措置ですが、副委員長言われるように、直ちに親と引き離せね

ばいけない案件も一時保護にもなりますし、このまま保護者と一緒にしておくと、
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その先ちょっと不安があるなと、今の時点で一時的に保護して、親の状況を見て

また親元に帰すなどのような一時保護もあるかと思います。 

現在、すぐにでも切り離して一時保護しなければいけない案件というのは聞い

ていないということから、重要な案件はないという認識をしているところです。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 １歳児の保育士の配置について、より手厚く考えているか、

検討しているかというご質問なんですけれど、１歳児の場合、保育士１人に対し

て児童６人ということとなっていまして、副委員長が言われるように、確かに１

歳児というのは非常に対応に苦慮する年齢の子どもさんであるので手厚い配置と

いうのが必要かと思われますが、このことについては、今後早急に検討する材料

ということでも考えております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 松井部長がお答えになった児童虐待の問題ですが、あまりここで長々と時

間を取って議論を闘わせ合うのもいかがかと思いますので、ただ、命の危険が即

座に及ぶかということだけで判断されているわけではもちろんないと思うんです

けれど、決して甘く見ないということは、恐らく気をつけていただいていると思

うんですけど、ご留意いただきたいと思います。 

合計８７人の児童や特定妊婦の数が示されたわけですが、把握されている方々

がその人数だというだけで、それ以外にもおられる可能性がありますし、その

方々がいつ深刻な状況に転じるか分からないということと、それから子どもたち

の心には受けた傷がずっと積み重なって降り積もっていくわけですよね。 

先ほど例に出された両親が激しいけんかをする。それを見る子どもたちは非常

に深い心の傷を負うわけですよね。そういったことですぐにどうにかなるという

問題ではないけれど、子どもの健全な発達・発育・成育を考えた場合に問題があ

るところというのはたくさんあると思うんですね。 

ですので深刻な重要案件につながらないと思いますっておっしゃったのが少し

だけ気になって、そんな軽く考えているわけでは恐らくないんだろうとは思った

んですが、その点についてはよく注意をしていただきたいと思いますし、部長お

っしゃるように、深刻なケースに陥らないために救い上げるということが非常に

大切で、そういうことで言うと、子育て支援策様々な施策を通じてグレーゾーン
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のところにいるような家庭を拾い上げるということも児童虐待防止につながるわ

けですので、ぜひ幅広い施策を今後も検討していっていただきたいなと要望して

おきたいと思います。 

それと、保育所のことは今後検討していく１つのテーマだとお考えいただいた

ようなので、ぜひご検討いただくように要望しておきます。 

同じ９７ページのこれ確認なんですけど、児童福祉施設費の節１０需用費の下

から２つ目、賄い材料費とありまして１，７８４万２，０００円という予算が計

上されておりますけれど、この中に保育所の給食費の無償化の経費が入っている

と考えていいのかお聞きしたいと思います。 

それから、９９ページなんですが、一番下の児童遊園整備費に関わって要望し

たいと思います。 

町内に児童遊園って幾つもありますけれど、また管理等は苦慮なさっていると

ころと思いますけれども、小さな子どもを持っている親御さんからの要望で、遊

具で遊んだら手が真っ白になるとか、草がぼうぼうになっていて子どもを連れて

遊びに行けないとか、そういった声が寄せられますので、ぜひ適切な維持管理を

お願いしたいと要望しておきたいと思います。 

それから、１０３ページの先ほど子ども医療費に関わって一番上で奥野委員の

質問にお答えになっておられたんですけれど、これ素朴な疑問なんですけど、来

年度予算の試算された根拠として件数をおっしゃいましたけど、件数で計算でき

るものなのかというのが素朴な疑問なんですよ。私はてっきりこの金額をはじき

出した根拠は、よくあるのが過去３年間のかかった支出したお金を足し算して３

で割りましたみたいな、そんなようなのが算出根拠かなとか思っていたんですけ

ど、入院も通院も１件当たりにかかる費用というのは、治療の内容が違うので件

数でちょっと表現はしにくいのじゃないのかなと思ってたんですけど、やっぱり

これは件数で試算、支出されているのか参考までにお聞きしたいと思います。 

予算書の１０５ページのこれは前のページから続いているんですが、節１４工

事請負費の子育て支援課、食育推進活動用地整地工事、これがどんな工事でどん

な事業なのかというのを説明していただきたいというのと、それからそのすぐ下

の子育て支援センター改修工事、これについては外壁防水工事ということを指し

ておられるのかお聞きしたいと思います。お願いします。 
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松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 副委員長のご質問にお答えさせていただきます。 

９７ページの賄い材料費ですが、保育所の給食代は入っているかどうかという

ことですが、こちらの分については入っております。 

続きまして、１０３ページの子ども医療費に関する試算についてですが、医療

費の予算の算定根拠でございますが、予算要求時期が１０月頃ですので、３月か

ら８月の医療費の実績に対して実績プラス９月から２月分につきましては、令和

元年度の伸び率を掛けてまして算出しております。それについては通院について

も同じです。 

それと、１０５ページの食育推進活動用地整地工事ですが、これは淡輪と深日

について食育推進活動事業ということで、田んぼを借りて畑っこをしておりまし

た。ただ、最近になってボランティアさんの高齢化、またボランティアさんの数

が激減しまして、この大きな畑を維持管理するのが非常に困難になってきまして、

各保育所のほうで小さな畝がありますので、そちらを利用して規模を縮小してこ

の畑っこを行うということにさせていただくことになりまして、それで今までこ

の深日と淡輪についてお借りしていました借地を元に戻してお返しするための工

事ということでございます。 

以上が食育推進活動用地整地工事の内容でございます 

続きまして、子育て支援センター改修工事ですが、こちらにつきましては、子

育て支援センターの西側外壁にひびが入り、強風を伴う雨天時には調理場が雨漏

りしたことがありまして、保育所給食を作る上で不衛生な状態となることがあり

ますので改修工事をするものです。それが一つです。 

もう１つとしまして、子育て支援センターのフェンスが強風のときに一部倒れ

たことがありまして破損している状態なんですが、それを今現在応急的にくいを

打ち込んで止めているような状況ですので、そこを強度を強くしてフェンスを改

修するという内容の工事でございます。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ということで言いますと、こだわるようで申し訳ないんですが、子ども医

療費の試算の仕方、単位は件数なんですかねという疑問が残るんですけど、何か

今の説明だと金額で大体、何かまた手が挙がったからもう少し待ってください、
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もう少し教えていただけると参考になるので説明をもう少しいただきたいと思い

ます。 

それから、食育推進活動用地整地工事については、１０５ページですが、理屈

は分かりました。ただ、これ私詳しくよく分からないんですけど、整地して返さ

ないといけないのですか、というのが私の思い込みですけど、地域で畑が既にあ

るところをお借りして、ボランティアの方が日頃はお世話してくれて、そこに子

どもたちも行く機会つくっていただいたりして、収穫したものを例えば給食に提

供するとか、何かそんなことしているんじゃないかなって思ってたんですけど、

もともと畑だったところを元に戻す工事９１万７，０００円必要なのかなって、

よく分からないので教えていただけるとありがたいなと思います。お答えを先に

お聞きしていいですか。 

松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 まず、子ども医療費の算定の単位ですが、医療費を基に伸び

率を掛けて算定しているということでお考えいただけますでしょうか。 

２点目の食育推進活動用地整地工事のことなんですけれど、副委員長言われた

整地して返さないといけないものなのかということなんですけれど、例えば深日

の畑につきましては、もともと防水シートが張ってあったところを剝がしてそれ

で畑作業をやってますので、それをやはり元どおりにして、淡輪でも元どおりに

してということで、元どおりにしてお返しするという考えですので、元にあった

とおり直すための工事というふうにお考えいただけますでしょうか。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 算出の仕方は分かったんですけど、もうでもいいです。なぜ単位に件が出

てくるのかが謎のままですけど、それは賛否に関わりませんので、また詳しくは

別の機会に教えていただくようにしたいと思います。 

畑っこについても、あと支援センターの改修工事についても、必要な予算であ

ると理解できました。ありがとうございました。 

松尾委員長 よろしいですか。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 なしでいいですか。 
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先ほど質問のちょっと前に中原副委員長から予算書に関して委員報酬とかの会

議が行われた回数を書いていただけないかというご提案というか、ご要望があっ

たと思うんですが、私からもできたらこういう回数を書いていただくことによっ

て理解が深まるのと同時に、その質問の回数も減らせるのかなというところから、

ぜひこれ予算に限らず決算でも書いていただいたほうがより理解が深まるのじゃ

ないかなと思うのでお願いしたいなと思います。 

そしたら進めたいと思います。 

これで民生費の質疑を終わります。 

続いて、衛生費に入ります。 

予算書１０６ページから１２１ページをご覧ください。ただし、１０９ページ

の目１保健衛生総務費の節１８負担金、補助及び交付金、土木下水道課分及び１

１１ページの目３環境衛生費の節１８負担金、補助及び交付金、土木下水道課分

に係るものはほかの委員の所管ですので除きます。 

質疑ございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 二、三点お聞きします。 

予算書の１０７ページです。一番下の節１２委託料のところです。それの下の

ほうですけど、出産前後ヘルパー派遣委託料、産後ケア事業委託料と計上されて

おります。これも大体毎年一定額の補助金として委託料として町から補助として

あるんですけど、少子化の中で少しでも出産の援助になるように支援になるよう

にとして町としてやってもらっているんですが、なかなか額が変わらないという

ことは、利用する人も少ないのかなと。また、年々対象になる妊産婦の人も減っ

てきているのかなと思うんですけど、その辺の実績、実情をお聞かせ願いたいと

思います。 

松尾委員長 川井所長。 

川井保健センター所長 坂原委員のご質問にお答えいたします。 

出産前後のヘルパー派遣事業及び産後ケア事業ですね、子育て支援の施策とし

て大きな柱というふうに考えておりますが、今年度も前年度同様の金額を計上さ

せていただきました。 

まず、利用対象となるまず妊婦さんなんですけども、やはり妊娠の届出等につ
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きましては、令和元年度は５７人と、平成３０年度と比べましたら少し増えまし

た。ただ、令和２年度に入りまして現在の届出数ですね、現在でまだ４０名程度

となっております。その中で出生数につきましては、年度での増減があるもんで、

令和元年度につきましては、出生数については４２というふうになっております。 

実績なんですけども、産前・産後のヘルパー派遣事業につきましてですが、令

和元年度につきまして１件で、令和２年度につきまして現在まだ利用者のほうは

ゼロの状況です。 

産前・産後につきましても、病院等でのショートステイであるとか、病院で預

かっていただくデイサービスという形ではあるんですが、そちらについても現在

利用の件数ゼロです。ただし、毎回ご報告させていただいているんですが、岬町

のほうでは妊娠の届出ですね、そのときには保健師が全数面談を取らせていただ

いています。ほぼ母子手帳を出すだけですけども、届出に来られた妊婦さんにご

了解いただいて、やはり３０分から１時間ですね、今の現状がどうであるか、大

変なことはないかということをお伺いしまして、その中から支援が必要であると

いうふうに保健センターが判断した妊婦さんにつきましては、その後継続的に電

話をかけるであるとか、家庭訪問させていただいてフォローしています。その中

で産前・産後のヘルパーの派遣が必要である妊婦さんには、もちろんサービスの

情報をお伝えしてご利用をお勧めすることもありますし、また、産後のケアにつ

きましても、出産後やはり赤ちゃんを迎えて家庭では大変な産婦さんですね、早

めに把握しまして出産時の病院とも連携いたしまして産後ケアをお勧めすること

もございます。ですのでできるだけ必要な方にはお勧めをしてご利用いただける

ように努力をしているところであります。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 利用件数が少ないというのは、あるいは知らないというか、周知不足かなとい

う心配もあったんですけど、それもないようで丁寧にしていただいていますので、

引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

それから、同じ節１２の委託料の部分で、前年まで新生児聴覚検査委託料って

あったんですが、これが今回なくなっているんですけど、この事業はもうしない、

中止、廃止になったということでいいんでしょうか、お願いします。 

松尾委員長 川井所長。 
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川井保健センター所長 坂原委員のご質問にお答えします。 

前年度、新生児聴覚検査委託料ですね、２５万円計上しておりましたが、今回、

妊産婦の一般健康診査委託料の部分に２５万円積み替えております。ですので事

業は継続して行っております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 分かりました。それで安心です。 

次の質問に移ります。予算書１１９ページです。清掃費になるんですが、節１

４工事請負費、ごみ処理施設整備工事とあるんですが、これは今年度の令和３年

度の新規事業かなと思うんですが、その内容についてお聞きしたいと思います。 

それから、もう１つ一緒に、その下のほうですね、埋立処分場費、この需用費

で修繕料として幾らかかっています。これも毎年同じような額が上がっているん

ですけど、この内容についてもあわせてこの２件お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 坂原委員のご質問にお答えします。 

ごみ処理施設整備工事費９４５万５，０００円ですが、これにつきましてはご

みクレーンのバケットの更新工事を行う予定でおりまして予算を計上しておりま

す。 

続きまして、埋立処分場費の修繕料につきましては、埋立処分場、今、水処理、

排水処理を行っております。その中でポンプの更新、水質検査などの費用、定期

点検などの維持補修費のために予算計上しております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 クレーンのバケットを替える。バケットというのはクレーンのつかまえるとこ

やね、すくうとこというか、それ了解しました。 

それから、水処理施設の修繕料ですけど、これはだから定期点検というか、メ

ンテナンスに必要な額ということですね。それも分かりました。 

あともう一、二点あるんですが、続けてお聞きしたいと思います。 

１２１ページなんですが、ここで節４の共済費なんですけど、この社会保険料

が少し何か数字が前年度とえらい違うように思うんですけど、これはなぜなのか
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と思うんです。 

それから、その下の節１０の需用費、これも同じく修繕料で、これも少し額が

上がっているんですけど、これも内容をお聞きしたいと思います。お願いします。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 坂原委員のご質問にお答えします。 

塵芥処理費の社会保険料のあたりなんですけども、１２０、し尿処理。ごめん

なさい。１２１ページのし尿処理の社会保険料のところなんですけども、すいま

せん。ちょっと待ってください。社会保険料につきましては、昨年と比べて約１

４７万１，０００円の社会保険料の減となっているんですけども、これに関しま

しては、本来ここの項目、し尿処理のここの項目なんですけども、本来、旧の嘱

託職員で、今現在、会計年度任用職員２名の社会保険料なんですけども、２名計

上していく、計上すべきところを、ちょっと計上が漏れていまして、１名の計上

ということで、金額が低くなっております。この件に関しましては、入力漏れと

いうことで、ちょっとどこかのタイミングで補正計上させていただいて、全額支

払えるような形でお願いしたいと思います。申し訳ございませんでした。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 １２１ページのし尿処理費の修繕料ですが、これにつきまし

ては、し尿処理施設の定期点検費用と、緊急修理分を含んでおります。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 修繕料は、さっきと同じ考えたらいいんですね。はい。分かりました。 

社会保険料、これ、ちょっと問題やな。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 旧の嘱託職員も会計年度任用職員に移行しておりますので、

本体の報酬の額に関しましては、正しい額なんですけども、その者に関する社会

保険料に関しましては、ちょっと入力誤りということで、大変申し訳ございませ

んでした。 

松尾委員長 川端室長。 
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川端まちづくり戦略室長 今、廣田理事のほうからご説明させていただきましたように、

予算要求の段階では入力作業はされたようなんですが、実際、それが反映されて

なかったということで、１名分の入力漏れ、つまりは計上漏れという形で予算書

に反映をさせてしまっております。この部分については、必要な経費ですので、

補正予算等で対応させていただくというふうに考えております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 これが、もうそういうことも分かってたんやね。だから、要は。刷り上がった

時点で。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 実際の予算の要求作業の中では、通常どおり社会保険料が幾

ら幾らっていうことで把握はしてたんですが、実際、財務会計上、入力作業を行

ってる中で、修正等、いろいろありましたので、その際に、当初の入力をちょっ

と消してしまってて、その部分を見つけたのが、実際、予算書として出てきて、

前年度との比較を作る際に、初めて判明したっていう状況でございます。申し訳

ございませんでした。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 もう分かってて、で、まあもちろん直すわけだから、それでいいんですけど、

今後は注意してください。 

松尾委員長 今後、注意をよろしくお願いします。 

ほかの委員の皆さん、質疑ございますか。 

道工委員。 

道工委員 １件だけ確認させてください。１０９ページの委託料ですが、インフルエンザ

の予防接種委託料ございますね。まあ今年は何かコロナ禍の関係で少ないとか聞

いてるんですけども、対象、令和２年度のときは、対象５，０００人ぐらいで、

３，０００人ぐらいを見込んでいると聞いたことあったんですが、かなり予算枠

も上がっていますが、その辺の算出根拠をお教えいただきたいと思います。 

松尾委員長 川井所長。 

川井保健センター所長 道工委員、ご質問にお答えいたします。 

高齢者のインフルエンザワクチン予防接種の委託料ですが、令和３年度につき

ましては、６５歳以上の高齢者の方が５，９７５人いらっしゃいます。今回、接
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種率を７０％と見込みまして、４，１８２人分の予算計上をしております。とい

いますのが、これまで高齢者のインフルエンザワクチンの予防接種なんですが、

ずっと接種率５０％前後で推移してましたが、令和２年度につきましては、まず

無償で実施をしたこと、コロナ禍の中でコロナ対策として、高齢者の方の、お一

人１，０００円の負担を無料にしたこと。また、かなり高齢者の方へコロナとイ

ンフルエンザのことについて注意喚起が行われてましたので、ふだんであれば受

けないような方も接種に行かれてる状況で、令和２年度なんですが、現在把握し

ております接種人数は４，１８３人、接種率として７０．１％、例年よりも２０

ポイント上がった状況です。この中、令和３年度につきましても、やはり引き続

き、高齢者インフルエンザワクチンの接種をされたい方、やはり多いと考えてお

りますので、令和２年度の実績を見てですね。７０％の接種率で予算計上をして

おります。 

松尾委員長 道工委員。 

道工委員 ありがたいことですけどね。もう私も、その対象ですけど、もう本当にね。今

のところあまりインフルエンザのことは言われてませんけども、こうして前年度

だけでも３，０００人の予定したやつが４，１８３人ですか。７０％ほど見てい

ただいてると。今期も、それと同じだけ見ていただいてるということです。あり

がたいと思います。１つその辺のことをしっかりとやっていただくようにお願い

しときたいと思います。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 私から２点あります。 

まず、１１３ページの、これはどこにあるのかな。上のほう墓地費の委託料に

深日墓地法面改修工事実施設計ということで８９５万円、並びに、その下に深日

墓地補修工事ということがございます。内容どのようなものになるのか教えてく

ださい。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 竹原委員のご質問にお答えします。 

深日墓地法面改修工事実施設計業務委託料につきましては、深日墓地の灰吹池

側、梅林のある法面の改修工事を行うための実施設計業務となります。内容とし

ましては、測量設計、地質調査、ボーリング調査を行う予定でおります。 
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続きまして、工事請負費で、深日墓地補修工事とありますが、深日墓地の前ヤ

クルトあった側の階段上がるとこから深日墓地へ上がっていくところがあるので

すが、その階段上がるところの水路が機能しておりませんので、雨水が宅地内に

流れ落ちているため、水路の改修工事として、１０５万４，０００円、その水路

の下の張りブロックをしておりますが、その張りブロックの補修工事が２５万５，

０００円、合わせて１３０万９，０００円となっております。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 下側の水路の改修っていうのは分かったんですが、その法面っていうのは、墓

地を増やすためにするのか、じゃなしに、法面が崩れてこないようにするためか

というのは、まあ自分もね。あまりこう深日の墓地っていうのは行くことがなか

ったんですけども、つい数年前からですね。ある方のお参りに行くのに深日の墓

地をずっと上へ登っていくんですよ。そしたら、かなり急なところもございます

ので、その点が気になりましたので、いま一度教えてください。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 法面の改修工事の実施設計ですが、墓石の倒壊などを生じさ

せないように、法面の改修工事を行うための実施設計になります。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 そしたら、崩れてこないように、安心だと理解させていただきます。 

続きまして、もう一つの質問なんですが、１１９ページになります。坂原委員

からも質問があったんですが、ごみの焼却炉の整備工事、まあごみクレーンのバ

ケット更新ということだったんですが、そもそも焼却炉に関して、長寿命計画を

立てたり、維持管理に努めていただいておるっていうのは、まあ毎年お聞かせい

ただいておるんですが、現状、その焼却炉がいつまでもつことができるのかとい

うのが、これからの岬町の課題かなとも思っておりますので、この更新に関して、

どのように維持管理できていくのか、大きな観点から答えていただければと思い

ます。お願いします。 

松尾委員長 田代町長。 

田代町長 老朽化してきて、毎年、定期検査にかなりの費用がかかってることも事実です

し、また、いろんな機械類も、その都度、点検のたびに取り替えながら延命処置

をしながらやってきております。最近は、ごみの量が減って、他の素材が増えて
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きてるのが現状でなかろうかなと、このように思っております。それで、阪南市

さん、泉南市さんからも、広域でという声も伺っております。しかし、全体の経

費を考えると、まあ２市１町で広域化を進めるとしても、莫大な負担金が要ると

いうことで、今の状況でいくほうが、まだ町にとっては幾らかの財政負担が軽減

されるという見通しを立てております。しかし、いずれは老朽化した施設ですか

ら、建て替えるか、それか、広域に向けて進めていくか、これは毎年の定期検査

を見ながら、できるだけ延命処置をしながら、今の施設を存続させながらやって

いきたい。ごみの量が増えてくるとなれば、また、考え方は変わってくるんじゃ

ないかなというふうにも思っております。しかし、今は人口減少に伴い、また、

いろんな社会環境の中で、ごみの量も減ってきておりますので、そういったこと

を含めると、やはり財政の負担の軽減ということを考えると、今の状況を続ける

ことがいいんじゃないかなと思っております。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 町長から答弁いただきました。いろいろな自治体の話を聞いていると、やはり

財政のところで、一番厳しいっていうんですか。お金を使うところが、やはりご

み処理並びにし尿処理というところで、お金がかかって、それこそ財政非常事態

宣言とか出すようになってしまうと聞いておりまして、ごみの量が減れば、長寿

命化がまだ延びるっていうようにも聞こえましたので、今後も、ごみの量を減ら

すような何か施策っていうのをどんどんと打っていただいて、町民の皆さんにご

協力を願うといった方向で取り組んでいただければと思いますので、これは意見

とさせていただきます。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さん、質疑ございませんか。 

奥野委員。 

奥野委員 先ほど竹原委員とお二人が聞かれたところの同じような質問になりますけれど

も、まず１点目が、１１３の墓地の設計費用のところですけれども、まず以前、

大阪ゴルフ場がやったときも、かなり粘土質でありまして、追加工事というか、

矢板を打ってやった、こういう経緯があったと思います。あの辺ご存じのように

粘土質なところですので、まあ今回も、その辺じっくり地質調査のときは十分し

ていただいて、距離も結構ありますし、高さもありますので、その辺十分、設計

士さんにお願いしといていただきたいと思うのと、その後、来年、設計だという
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ことですので、実際工事を、まあ距離もありますので、高さもあるし、こう何年

かの計画でなっていこうと思うんですけれども、その辺どのぐらいの計画をされ

てるのか、見込みが分かればお教えいただきたいと思う。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 まあ設計費用を出してみないと分からないんですが、令和４

年度に本工事を行いたいと、担当としては考えております。 

松尾委員長 奥野委員。 

奥野委員 まあ結構距離もあり高さもあるので、その４年で一括でずっとできるのかなと、

私は高額な費用になるのじゃないかなと思いますので、その辺、またじっくりと

予算の絡みもあるので、じっくりとやっていただきたいと思います。 

もう一点、先ほど１１９ページのごみバケットの件も、皆さん聞かれておりま

したけれども、もうこれ取替えという、つかのところを取り替えということです

が、短期で取り替えれるものなのか、結構時間がかかるんであれば、その間、焼

却できないであろうですから、お隣へ持っていくとか、そういう処置は要らない

のかどうかだけお教えください。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 ごみクレーンのバケット更新につきましては、定期点検中に

行う予定でおりますので、他市町にごみを持って行くことのないように工事をし

たいと考えております。 

松尾委員長 結構ですか。 

ほか質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 予算書の１０７ページなんですけれども、保健衛生総務費のところでね。

先ほど坂原委員の質疑で、出産前後ヘルパー派遣委託料と産後ケア事業委託料の

質疑がございました。答弁をお聞きして、非常に大事な事業をなさっているんだ

なということは改めて感じたところであります。この事業が、先ほど児童虐待の

お話少ししましたけれど、そういった不幸なことに結びつく前にすくい上げる１

つのツールだと思いますので、引き続き、ご尽力いただきたいと思います。それ

で、さっきね。答弁の中で、産後ケア事業委託料については、今年度の予算も来

年度の予算も同じ金額だとおっしゃったと思うんですが、今年度予算については、
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予算書では４６万円になっているんですよ。それでね。私、来年度予算を見て４

９万円だから、利用が少し増えたのかなとか思って聞こうかなって思っていたん

ですけど、ケアレスミスであるのか、まあ確認をしていただきたいと思います。 

それから、１０９ページの一番上の節１８負担金補助及び交付金の一番下に不

妊不育治療費補助金が計上されております。これは拡充施策ということで、私も

求めてまいりましたけれども、補助額が５万円から１０万円にということで、今

年度予算の２倍という計画にされていて、非常に結構だというように見ているん

ですが、利用実績をお聞きしたいと思います。この事業は３年か４年前ぐらいか

ら始めたかなと思うんですけどね。年度ごとの利用実績をお聞きしたいなと思い

ます。資料でいいです。後で紙でいいですわね。言いたいですか。 

松尾委員長 川井所長。 

川井保健センター所長 資料を提出させていただいたほうが詳しく件数等をお伝えできる

と思いますので、よろしくお願いします。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 では、後ほど資料で提出いただきたいと思います。 

１点だけ、来年度の、いや、まあいいや。資料でもらったときに、また聞きま

しょうね。はい。資料提出を求めておきます。 

それから、もう一つ資料を作ってほしいのがあるんですけど、予算書の１１３

ページの各種健診の受診率、これも資料でご提出をいただきたいと求めておきま

す。 

それから、１１９ページの節１２委託料、これは資料ではありません。質問を

いたします。委託料の中に、たくさん委託の費用がざっと書いてあって、来年度

予算が示されていまして、まず初めに１つ私からも要望したいのが、竹原委員か

らありました、持込みごみの待ち時間の問題です。私、過去にも担当課に直接言

ったこともあるので、よくご認識いただいてると思うんですけど、この場でも改

めて私からも求めたいと思います。もう２時間も３時間も待ったという、苦労し

たっていう話が寄せられておりまして、日によって、また、時期によってまちま

ちなのかもしれませんが、ぜひそのほかの曜日というのも、受入れの曜日を月に

１日でも２日でも構いませんので、無理がない日程がどこかにないのかというこ

とを検討いただきたいと、要望しておきたいと思います。 
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質問したいのは、この委託料の一番下のところに粗大ごみ等から始まる項目が

ずらっと並んでおりまして、その一番上の粗大ごみ等処分委託料（粗大不燃ご

み）というのがあります。それから、下から２つ目に同じように、粗大ごみ等運

搬委託料（粗大不燃ごみ）この２つが予算の伸びとしては、比較的大きい伸びを

示しているのかなと思っておりまして。今年度と比較してということですけれど、

これは持っていく先が遠くなったっていう説明をね。以前頂いてたんですけど、

和泉市から伊賀市って言ってたかな。その影響が、その予算の伸びになっている

と見ていいのか。単純に、この金額だけを見ると、この種類のごみが増えている

のかなっていうように思ってしまうのですが、予算が増額されている要因をお聞

きしたいと思います。 

それから、一番下の粗大ごみ等運搬委託料、空き缶、空き瓶、これについても、

今年度は２００万円もいかない予算だったんですが、来年度予算３００万円を超

える予算と試算をされておりますので、これについても要因をお聞きしておきた

いと思います。お願い。 

もう一個、１２１ページで、さっき坂原委員の優しい言葉で終わった共済費の

社会保険料と労働保険料なんですけど、確認なんですけど、ここは３人分が反映

されているけれど、そのうちの１人分が、どこかの段階で抜けてしまったという

説明であったかなと思うんです。そういうことでいいのかということと、それか

ら、社会保険料の話ばっかりしていたんですけど、労働保険料も、もしかして１

人分抜けているんでしょうかという確認です。お願いいたします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 １１９ページの委託料、粗大ごみ等処分委託料の粗大不燃ご

み、去年と比べますと２６９万円上がっております。その要因としましては、副

委員長おっしゃるとおり、搬出先が三重県の伊賀市まで行っております。運搬費

の増、処分費の増、その２つの要因で上がっております。 

次に、粗大ごみ等運搬委託料の粗大不燃ごみにつきましては、搬出トン数とか

は変わっておりません。人件費の増ということで上がっております。去年と比べ

ますと５３万９，０００円上がっております。 

次に、粗大不燃ごみ等運搬処理の空き缶、空き瓶につきましては、令和２年度

におきましては、４５日間搬送を見込んでおりましたが、３年度につきましては、
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６７日間見込んでおります。その要因で１１０万６，０００円上がっております。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 先ほどのご質問ですけども、し尿処理のほうの共済費部分で、

坂原委員のほうからご指摘を受けてた部分なんですけども、本来、ここに共済費

の中の社会保険料と労働保険料に入る人数に関しては、元嘱託職員の今現在、会

計年度任用職員、本来２名の予算が計上されるとこやったんですけども、１名で

の入力ということで今現在なっております。それで、社会保険料と労働保険料の

ほうなんですけども、正しい金額のほうは社会保険料が今現在６８万１，０００

円なんですけども、本来の正しい金額は２２２万７，０００円、それから、労働

保険料に関しまして正しい金額は３２万５，０００円ということで、共済費とし

て会期年度任用職員１人分の入力が漏れておりました。申し訳ございませんでし

た。 

松尾委員長 まだ説明ありますか。 

田代町長 ちょっとだけ時間をください。 

松尾委員長 分かりました。そうしたら暫時休憩とします。 

（午後 ２時２０分 休憩） 

（午後 ２時３０分 再開） 

松尾委員長 まだかかりそうですか。 

そうしたら一旦休憩に入りましょうか。再開は４５分ぐらいにしますか。２時

４５分ぐらいでいけます。それとも３時まで取ったほうがいいですか。 

川端町長公室長 後ほど回答させていただきますので、飛ばしていただけたら。 

松尾委員長 そこをですか。それで委員の皆さんよろしいですか。一旦飛ばすということ

なんですけど。一旦ちょっと切りのいいところでいけたらいいと思うので、そう

したら休憩を解いて会議を再開いたします。 

中原副委員長。 

中原副委員長 待ってよ。川井さん何かしゃべりたいことあるんじゃないんですか。それ

をまた後でしゃべってください。 

さっきお答えいただいた１１９ページの粗大ごみと運搬委託料、粗大不燃ごみ

の要因について、運搬費と処分費が増加したということを説明いただきました。

なぜ増加したのか教えていただきたいなと思います。 
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それだけかな、質問は以上です。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 業者に見積りを取って予算を計上していますが、業者に確認

したところ、今まではかつかつで岬町にはさせていただいておりましたという回

答が来ました。今回は値上げさせてくださいということで上げております。 

松尾委員長 川井所長、どうぞ。 

川井保健センター所長 先ほど副委員長ご指摘いただきました産後ケア事業の委託料です

が、申し訳ありません、令和２年度、令和３年度同額でというふうに回答したん

ですが、修正させていただきます。 

令和３年度につきましては、委託料が診療報酬の改定に基づいて値上がりして

おります。その値上がり分として３万円増額している状況です。サービスの量と

しては同じ量を確保しておりますので、よろしくお願いします。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 辻里副理事、かつかつだったと業者が、その業者はどこの業者さんなんで

すか、それで悪いことじゃないと思うんですよ。何というかこう業者に泣いても

らうのもどうかなって私は思いますから、公の事業を、この事業だけじゃないん

ですよ、町が発注する事業を過大に支出するのは問題がもちろんありますが、や

はり安定した事業の運営と継続ということを考えると、あまりぎりぎりの金額で

何とか無理をお願いするというのを続けるのはいかがかなと思いますので、業者

が安定して雇用等にも影響が出ないように事業を進めていただく必要があります

から、今回その増額の要望に応じたということはよくないとは言いませんけれど、

ただそうなってくるとほかのところどうするのかとかね、いろんな問題出てきま

すよね。なので、非常に正直なご答弁いただいたなと思って聞いていたんですけ

ど、まず参考までに事業所名を聞いておきたいと思います。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 粗大・不燃ごみの処分につきましては、大栄環境株式会社で

お願いしております。 

松尾委員長 よろしいですか。 

そうしたらまだですね回答。 

そうしたら、これでもう衛生費の質疑ございませんか。衛生費ないですか。 
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そうしたら一旦ここで休憩を取って、それで、会議は３時から開始したいと思

います。それでは、暫時休憩といたします。 

（午後 ２時４０分 休憩） 

（午後 ３時００分 再開） 

松尾委員長 休憩前に続き会議を始めます。 

それでは、先ほど来からの答弁をお願いできます。 

廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 先ほどの回答の続きなんですけども、し尿処理費の共済費社

会保険料につきましては、今現在社会保険料が６８万１，０００円、それから、

労働保険料３万５，０００円で、合計７１万６，０００円でございます。 

それで、本来正しい金額としましては、社会保険料が２２２万７，０００円、

それから、労働保険料につきましては、３２万５，０００円ということで、不足

分としまして１８３万６，０００円、この部分が入力漏れで不足している金額で

ございます。 

この部分につきましては、先ほどの答弁で補正計上を何とかお願いしますとい

うことで言ってしまったんですけども、人件費の予算の中で流用対応等で中のほ

うでちょっと処理をしたいと考えております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 再度確認するんですが、正しい金額をおっしゃいました。それで、その金

額は２人分と考えていいんでしょうか。 

人数がよく分からなくて、この目の一番上の節１報酬のところに３人と書いて

あるんですよ。それで１人分抜けていたということをおっしゃるので、正しい金

額は２人分の社会保険料と労働保険料というように見たらいいということですか

ね。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 中身につきましては、報酬の中身は旧の嘱託職員２名で、そ

れから、通常の作業員、もともと臨時職員の作業員の３名ということです。 

それで、今回その共済費の中で、ここの部分の共済費に本来はいるのは、旧の

嘱託職員で、今現在会計年度任用職員である２名分が本来入らないといけないん

ですけども、それで、あともう一人の通常の会計年度任用職員の社会保険料につ
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きましては、総務費の一般管理費の中で他の会計年度任用職員と同じくまとめて

社会保険料を労働保険料としてまとめて集約するような形になるんですけども、

ここの共済費に本来入るべき人数としましては、上の報酬の中に含まれている会

計年度任用職員、元旧の嘱託職員２名の共済費が入るのが正解ということでござ

います。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 結構難しいんですね、予算の編成って。 

いや私はてっきりこの、ここで言ったらし尿処理費に関わることがここに全部

入っているんだと思っていたら、３人て書いてあるけど事業に関わるのは３人だ

けど、そのうちの１人については社会保険料とかは別のところで計上されている。 

難しいことをあなた方はやっているんですね。そういうように運用されている

んだということは分かりました。 

それで、補正ではなくて人件費の中で要は流用されるということで分かりまし

た。 

以後このようなことがないようにしていただいたらいいと思うんですけど、も

うとにかくどこもかしこも、岬町だけじゃなくてどこでも公務員減らしがずっと

過去から起こっていて、人が足りない状況だと思うんですね。そんな中でたくさ

んのお仕事を抱えておられるので、そういうところがこういったミスになって出

てくるのかなっていつも私は、ちょっとしたミスが出てきたときに思うんですよ。

人間なのでミスとかいうことはあり得るので、それは仕方のないことだと思いま

すけれど、何かその人員が減らされてきたということがこういうことにも出るの

かなと思うことが多いので、もうとにかく皆さん健康にご留意いただいて、そし

て、お互いにミスのないように努力していきたいと思います。 

ありがとうございました。理屈がよく分かりました。 

松尾委員長 よろしいですか。 

中原副委員長 はい。 

松尾委員長 ほかの委員さんこの件でないですね、質疑。 

それでは、この衛生費の質疑を終わります。 

続いて、土木費に入ります。 

予算書の１４４ページ、１４５ページの目「３、コミュニティバス運行費」を
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ご覧ください。 

質疑ございませんか。 

ないですか。 

竹原委員。 

竹原委員 コミュニティバスにつきまして、歳入のところでもありましたけども、令和３

年度でももう１台低床バスというんですか、日野ポンチョを入れるとお聞きしま

した。 

記事に書かせていただいたんですが、実際見させていただいたら、やはり乗り

やすいといったことと、あと障がい者の方も車いすのままそのまま乗れるといっ

たこともございまして、導入に関してはいいことだなとこのように思っておりま

すが、あとはその購入費用がやはり高いということで、この車両を増やしていく

には結構なこの高額というのがネックになってくるのかなと思っております。 

そして、私が言いたいのは、この車両が今度２台になるんですけども、年次計

画を立てて計画的に更新をしていくということを以前から言っておりましたが、

そういう計画というのがしっかりと立てられているのかどうかというのを確認さ

せていただきたいと思います。まずお願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 竹原委員の質問にお答えします。 

平成２８年４月から運行車両用としてマイクロバス２台、コミューター２台 

ハイエースワゴン２台を購入して運行開始から５年を迎え、特にマイクロバス

の排ガス調整装置、空調装置などの故障が多く、点検日数も伸びている現状です。

今後ともコミュニティバスは住民にとって重要な移動手段となることから、車両

交換計画が必要であると認識しております。また、財政面と合わせ慎重に検討し

てまいりたいと考えております。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 計画立てていくように検討するとお聞きしております。 

とにかく岬町横に長くて、望海坂から小島住吉まで片道で約１０キロ、往復で

４０キロ、１日に何往復するか分かりませんけど、年にこのポンチョでも１０万

キロを超えるといったことを聞いておりますので、まあ５年経てば５０万キロ走

るのかなといったら、やっぱり前回の大新東さん、その前の中日臨海バスさんに
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おいても、この車両の整備に多大な費用がかかって、エンジンを積み替えてとい

うのがネックで現状のような町営のバスになったと考えておりますので、その点

何というのかな、このバスを長寿命化というんですか、使うに当たって、やっぱ

り人がたくさん乗るその便にはこのバスを使って、少ないであろうそういう便に

は、小さいハイエース型のバスなりを運行してという、めり張りをつけて運転を

しないと、もうそれこそ年に１０万キロ走っていたらすぐいってしますというこ

とになるかなと思いますので、その点しっかりと計画を立てて運行していただく

ようにお願いをしたいと思います。 

私からは以上です。 

松尾委員長 要望でよろしいですね。 

ほかの委員の皆さん、質疑ないですか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 予算書の１４４、１４５ですが、節１２の委託料に関わって１点確認をさ

せていただきます。 

運行委託料が計上されておりますけれど、これは従前までの予算よりも増額さ

れている要因としては、多奈川の中西地区のほうに入っていくルートを拡大した

ということが要因と考えていいのか、というのが１点と、それから、節１７備品

購入費の新たに購入するコミュニティバスの活用なんですが、先日納車されたも

のについては、現在活用しているバスがかなり老朽化してきたということで、そ

ういった現在あるものと交互で使ったりしながら行く行くは入れ替えるというこ

とになるのかなと思うんですが、今回来年度予算で購入しようという物について

は、現在あるバスと変えるというか更新のようなことになるのか、その辺りの具

体的な活用の方向性についてお尋ねしたいと思います。 

お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 中原副委員長の質問にお答えします。 

コミュニティバスの委託料につきましては、副委員長おっしゃるとおり、４月

１日から西地区へ乗り継ぎ支線が行きますので、燃料費の増、もう１点は道の駅

の警備員の時間単価の増で増額となっております。コミュニティバスの購入費で

３年度も１台購入する予定でおりますが、基本路線において走ろうとしておりま
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すが、ローテーションを組んで走りたいと考えております。１台の車で酷使する

のではなく、長くローテーションを使えば長く、長もちすると考えておりますの

で、ローテーションで行いたいと考えております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 先にお答えいただいた答弁の中で、道の駅の警備員がどうやこうやってい

うのが少し意味が分からなかったので、もう一度説明していただきたいというこ

とと、それから、今もうできているか、時刻表を全戸配布するためにお作りかな

と思うんですけど、その時刻表には、その低床バスはこれですよというそのマー

クというか、区別ができるような表記になっているのかお聞きしておきたいと思

います。 

お願いします。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 １点目の道の駅の警備員ですが、道の駅が混雑する時期、４

月、５月などの祝日につきまして、警備員２名の配置をしております。その警備

員の単価の増により増額となっております。 

もう１点の時刻表、４月１日改正ですが、３月１５日回覧により各戸配布する

予定でおります。時刻表につきましては、ポンチョの走る車両につきましては太

い囲み線を入れております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 警備員については。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事  

道の駅にもバス停がありますので、運行しております。道の駅に上がったとこ

ろにバス停があるのですが、混雑した場合、バスが通れなくなりますので、警備

員を配置しましてバス停まで行かすようにしております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 そうしますと、バスの運行のためにわざわざ警備員を配置するということ

なのですか、その混雑時のみ。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 委員おっしゃるとおり、バスの運行のみ、人の多い混雑する
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土日祝日に警備員の配置６０日間を見込んでおります。 

中原副委員長 分かりました。 

松尾委員長 よろしいですか。 

中原副委員長 はい。 

松尾委員長 それでは、質疑ないですね。 

そうしたら、私１点だけ聞きたいことがあるので、中原副委員長に進行代わり

ます。 

中原副委員長 はい、委員長どうぞ。 

松尾委員長 このコミュニティバス運行費なんですが、たしか２月に地域公共交通会議が

行われていると思うんですけども、そのときに例えばバスになるのか、また違う

システムになるのかというのが多分話をされるという予定だと、前回の厚生委員

会でそういうように言われたんですけれども、恐らくこういう費目で挙がってき

ているのと、バスを購入するということだったので、まあコミュニティバスにな

っているんだと思うんですが、あとはこの事業者のこと、その選定についてが多

分年度をまたいで公募になるかなというような形を聞いているんですけれども、

その進捗というか方向性というのをお聞かせください。 

中原副委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 運行の委託契約につきましては、４月から半年間、９月まで

は随意契約で行い、１０月以降につきましては一般競争入札による委託契約を行

う予定で、今仕様書の作成を行っているところです。バスの仕様書を作成しまし

て、７月頃入札をし、業者が変わった場合８月、９月が見習期間として見ていた

だこうと、１０月から新しい業者と考えております。 

松尾委員長 もう結構です。 

中原副委員長 よろしいですか。 

松尾委員長 はい。 

中原副委員長 では、進行を委員長にお返しします。 

松尾委員長 はい。進行を変わりまして、松尾が変わります。 

それでは、この件について質疑がないというように進めていきたいと。 

中原副委員長 ちょっと、すみません、ちょっと確認・・・。 

松尾委員長 分かりました。中原副委員長どうぞ。 
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中原副委員長 すみません、今入札の話が出てきましたけど、９月までは随意契約で１０

月からは新たな事業者になるのか、同じ事業者が次の期間もということになるの

かよく分かりませんけど、これはもともと１０月から次の事業者にという予定で

したっけね。大抵こういうのって年度ごとに選考作業を行ったりとか、あと入札

の準備をしたりとか、何か年度途中、もともと年度途中に切り替えるということ

だったんですかね、忘れてしまったので教えてください。 

松尾委員長 辻里副理事。 

辻里しあわせ創造部副理事 年度途中と言いますのは、予算が決まってから契約をしない

といけないと契約担当のほうから言われておりますので、契約に関しましては４

月以降、３月に入札はできないと聞いております。仕様書の作成に時間がかかる

見込みです。 

中原副委員長 分かりました。 

松尾委員長 よろしいですか、中原副委員長。 

中原副委員長 分かりました。 

松尾委員長 それでは、これで質疑を終了します。 

以上で一般会計の歳出の質疑を終了いたします。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 反対の方いらっしゃいませんね。 

中原副委員長 反対ではありません。 

松尾委員長 はい。 

それでは、賛成の方で討論参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

中原副委員長 あっ、いないの。 

竹原委員、委員さんから言ってもらわないと・・・私。 

竹原委員 なるほど。 

松尾委員長 はい、どちらからいきますか。 

中原副委員長 委員の皆さんから。 

松尾委員長 竹原委員。 
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竹原委員 この一般会計当初予算の厚生委員会に付託分に関しまして賛成の立場で討論に

加わらせていただきます。 

本日審議した中で大きな財源を伴うところでは、やはりバスの運行並びにごみ

施設の更新並びに修理ということで、町長からも難しい判断をしながら何とかし

ていくという気持ちも聞くことができました。そして、その他小さなことですけ

ども、いろいろな話を聞かせていただいて、全体的に必要な経費だということが

判断できましたので賛成とさせていただきます。 

松尾委員長 続きまして、中原副委員長。 

中原副委員長 本委員会に付託をされた来年度予算の案について賛同する立場で討論に加

わりたいと思います。 

子育て世帯への様々な支援策を年々拡充してこられている努力をまずは認める

ところであります。 

私立も含む幼稚園や保育所の給食費の無償化の継続や、国に先駆けて幼保無償

化の一環となる第２子以降の保育料の無償化についても継続をされることが予算

上確認させていただきました。 

また、子ども医療費についても泉州地域においては、ほかの自治体に先んじて

といえると考えられる１８歳までの引上げを早くから行い、それを来年度におい

ても継続されることが見て取れます。 

不育治療については、助成額の補助額を５万円から１０万円の倍増にするとい

うことについても大いに住民から喜ばれるところと思います。 

さらに、コミュニティバスについては、来年度低床バスを導入することや、ル

ートの延伸についても、それからバスの停留所の新設についても住民から、また

利用者から喜ばれるところと思います。 

また、質問を通じて、ごみ処理施設の広域化についての町長の考え方について

も妥当であると感じて、聞かせていただきました。ごみの処理というのは基礎自

治体の自治的な事務でありますから、それを単独でできる範囲はやっていこうと

いう姿勢には賛同するものであります。 

要望させていただきたいのは１点、ゼロから２歳の保育料についてであります。

ほかの委員からも過去にも要望として出ておりますが、ゼロから２歳の保育料に

ついては、第２子は町独自で補助が行われておりますけれども、第１子、そして、
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課税世帯については保護者がご負担されているということになっておりますので、

できるだけ早く全ての子どもたちの保育料を無償にできるように前向きにご検討

いただきたいと思います。 

一言最後に申し上げますのは、大阪府の福祉医療制度の、私は改悪だと考えて

おりますけれども、老人医療制度が完全廃止されるということも確認されたとこ

ろであります。 

ただこの点については、これまでも国等に町の姿勢を示し、要望してきた経過

お聞かせいただきましたし、経過措置の延長についても大阪府に要望してきたい

ということも確認をさせていただきました。その姿勢については敬意を表したい

と考えるものでありますし、致し方ないと考えるものではありますが、残念なの

は町独自の救済策が何ら取られなかったということであります。 

しかしながら、財政負担の問題もありますので、あまり無理は言えないかなと

いうことも理解しているものであります。 

今後こういう負担の要望を続けていくということでありますから、その努力を

引き続き続けていただきたいと要望を申し上げて、賛同したいと思います。 

松尾委員長 ほかに参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６号のうち、本委員会に付託された案件は、可決されました。 

議案第７号「令和３年度岬町国民健康保険特別会計予算について」を議題とし

ます。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略し

たいと思います。 

予算書１９５ページから２３４ページをご覧ください。 

質疑ございませんか。 

そうしたら、中原副委員長。 



 

 

72 

中原副委員長 予算書２０５ページの一番初めの保険料に関わってお尋ねをいたします。 

いつも来年度の保険料についてお聞かせをいただいておりますけれど、なかな

か計算としては実際にはまだ先のことですので、いつも確定的なお答えはいただ

けませんが、見通しで分かっていることがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。 

大阪府の統一保険料が示されまして、その中身としては来年度については今年

度と比較して、若干の引下げになると私は見ているんですけれども、ただ今年度

の保険料というのは、２０１８年度と比べるとかなり引き上げられているもので

ありますから、実態としては据置きに近い金額が標準保険料としては示されてお

りますけれども、過去に既に引き上げられているものが横滑りすると見るべきで

あろうと思います。 

来年度は岬町としては保険料がどうなるのかお聞きしておきたいと思うのが１

点であります。 

それから、以前子どもの均等割の減免について提案といいますか、質問したこ

とがありましたけれども、その点についてご検討いただいたことがありましたら

お聞かせいただきたいということと、それから、これは国の制度に端を発するも

のでありますけれども、保険料のコロナ減免、これが来年度も何らかの形で継続

されるのかどうか、参考までにお聞きしておきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

松尾委員長 堀口課長。 

堀口保険年金課長 副委員長の質問にお答えさせていただきます。 

国保の保険料につきましては、平成３０年度の法改正により、統一保険料率に

よって変わることとなっておりますが、制度改正初年度より市町村標準保険料率

を用いることによって、加入者の保険料負担が増大しないよう、統一基準に合わ

せるための緩和措置を図ることができる期間として、令和５年度までの６年間を

激変緩和措置期間としておるところでございます。本町におきましても大阪府が

示す統一保険料率及び市町村標準保険料率を勘案しながら、緩和措置を講じるこ

とができるよう経過措置を設け、激変緩和措置期間中の保険料率については十分

に検討し、決定してきたところでございます。 

この激変緩和措置につきましては、事業費納付金算定時の保険料収納必要総額
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を抑制するために、公費を活用して抑制が実施されてきたところでございますが、

当該措置に該当する市町村の増加に伴い、令和２年度に改正された大阪府国民健

康保険運営方針において対象を府内全市町村に全面拡大し、「国公費」「都道府

県繰入金」及び「特例基金」の激変緩和措置財源を活用して、保険料率を算定し

保険料を抑制していると聞き及んでいるところでございます。 

これにより、令和３年度以降の保険料率につきましては、統一保険料率を勘案

しながら被保険者の負担に配慮しつつ、十分に検討し決定していくところであり

ます。 

２点目の子どもに係る均等割額の軽減措置につきまして、大阪府広域化調整会

議等で以前から多子減免については議論になっていたところですが、未就学児に

係る均等割保険料の軽減措置について、令和４年度より施行する方向で国の検討

が始まっていると聞き及んでおります。 

制度改正により、当該軽減が適用されることとなった場合、本町においても適

用することとなります。 

なお、多子減免についても国において検討が始まっているので、これについて

併せて制度として適応されれば同様に適応することになります。 

松尾委員長 コロナ減免の件ですね。 

堀口保険年金課長 ３点目のコロナ減免に関しましては、一応来年度の予定はまだ聞き及

んでおりません。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 保険料についてなんですけど、十分に検討していただいていると思うんで

すけど、それからこれからかな、十分に検討いただくのはとは思いますけど、激

変緩和措置期間ですので、岬町独自で一定の努力ができると思いますけど、十分

に検討していただいた結果、引下げは実現できそうなんでしょうか、というのが

１つと。 

それから、予算書の２２１ページの一番下の人間ドック負担金に関わって、お

尋ねをいたします。 

まずは、実績をお聞きしたいと思うんですが、今年度の見込みを教えていただ

きたいというのが１つです。人間ドックと脳ドックそれぞれ受診者数をお聞きし

たいと思います。 
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それから、もう１つなんですが、これは補助の上限が１件当たり２万７，００

０円ということがずっと維持されてきていまして、それで、私はその増額を毎度

毎度主張するんですけど、なかなかそうはなりません。ただ、予算としては、来

年度も３２４万円確保されますよね。それで、ここ数年の実績を確認してみたん

ですけれど、不用額が必ず出るようなことになっていますよね。それはもちろん

実際にはやってみないと何人の方がこの制度を利用されるか分からないというの

がありますので、なかなか過去の実績に頼れない部分はありますけれど、毎年の

ように一定の不用額出ていることから見ますとね、この上限額の引上げ、１，０

００円でも、２，０００円でも構わないと思うんですよね。１件当たりの上限額

の引上げをご検討なさってはどうかなと改めてお聞きしたいなと思っています。 

お願いします。 

松尾委員長 いかがでしょうか。 

堀口課長。 

堀口保険年金課長 ２点目の人間ドックの実績をお答えさせていただきます。 

人間ドック、令和３年２月末時点の実績ですが、人間ドック受診者数４０件。

脳ドック受診者数１５件となります。 

松尾委員長 松本副理事 

松本しあわせ創造部副理事 委員ご質問の件についてお答えをいたします。 

まず、１点目の保険料の引下げのお話ですが、現在先ほど課長のほうがお答え

させていただいたように、経過措置期間ということで、毎年統一保険料で算定を

した場合の保険料と、今までどおりの町独自で算定した場合の保険料率を比較を

しまして、加入者の方の負担にならないように保険料率の決定をしてまいりまし

た。 

あとまだ２、３年、経過措置終了まで残っておりますが、経過措置が終了した

時点で最終的に統一保険料率に合わせないといけないという事情がございますの

で、今のところ医療費の上昇もまだ続いておりますし、大阪府全体の医療費が下

がらないことには統一保険料率についても下がらないという事情もございますの

で、今後も加入者の方の負担にならないような形で検討を続けていきたいと考え

ております。 

あと人間ドックの助成額でございますが、毎年不用額が出ているというお話で
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すが、確かに不用額が出ているんですが、やはり健診の受診機会につきましては、

加入者の方の健康を守る上で必要な措置でございますので、極力補助できる件数

を減らさない形で予算の要求をさせていただいております。それで、より多くの

方に人間ドックを受診していただくという機会をつくるためにも、件数を減らさ

ないように予算取りをしている都合上、まだ今のところは上限を引き上げるかど

うかというのは検討をさせていただいておりませんが、今後もし可能であればと

いう話にはなるんですが、どうしてもやっぱり独自で補助をしていく形になって

しまいますので、その分について財源が確保できるようであれば、検討材料とし

て考慮していってもいいかなと考えております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

そのほかの委員の皆さんで質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 反対の方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 賛成の方は。 

中原副委員長。 

中原副委員長 国民健康保険は、反対したり反対したり賛成したり反対したり反対したり

反対したりしていますけど、今回は賛成したいと思います。 

要員の一つは来年度の保険料について、結果としてどういう結果になるか分か

りませんが、負担にならないように検討していきたいと、たしか１年前は引上げ

にならざるを得ないと思いますっていうことをおっしゃったと思います。今回は

見通しが現時点で立たないのは仕方のないところですが、負担にならないよう検

討したいということで、まあ引下げになるように期待をしたいということが一つ

であります。 

それから、人間ドックについても、考え方としてより多くの方に受診してもら

えるようにということで、財源もこの人間ドックの助成事業そのものの財源を増
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やす気がないんだなというのは思ったんですけど、先ほどのお答えで、制度を利

用された方が今年度については、恐らくコロナの影響もあるのかなと思うんです

げね、医療機関何かに行くことそのものがやはりハードルになりますので、利用

者数ががくんと減っていますよね。ですので、そこからいうと不用額が発生する

ということにもなりますし、より多くの方に受診してもらえるように１件当たり

の助成の金額を増やすべきだというのが私の考え方なんですよ。それはもう理解

されていると思うんですけどね。ですので、ただまあこれまでは検討はほとんど

されてこなかったと思うので、先ほどの答弁からしますと、今後もちろん財源と

の見合いでということではありますが、検討そのものに対する意欲も示されたと

ころですので、反対するには忍びないなと思いまして、担当課の意欲的な答弁に

期待をして賛同したいと思います。 

松尾委員長 ほかに討論に参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７号は、本委員会において、可決されました。 

議案第８号「令和３年度岬町後期高齢者医療特別会計予算について」を議題と

します。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略し

たいと思います。 

予算書２３５ページから２５５ページをご覧ください。 

質疑ございませんか。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 予算書の２４４ページの保険料について確認させていただきます。 

２年に１度の見直しがありますけれど、今年度と来年度で７期目ということだ

ったのかなと思っています。それで、保険料は７期目の時点ですから、今年度の

時点で引き上げられたんだったかなと記憶しておりますが、それを来年度につい
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ても踏襲するということになるのか、念のため確認をさせてください。 

それから、軽減措置についてお尋ねをいたします。これも３年間かけて今年度

から段階的に縮減されるということだったと思いますけれども、このことに対し

て何らかの町としての努力できないものだろうかと思いますけれど、いかがでし

ょうか。 

松尾委員長 松本副理事。 

松本しあわせ創造部副理事 先ほどの質問にお答えさせていただきます。 

令和３年度につきましては、委員おっしゃっていただいたとおり第７期目とな

りますので、料率等々については据置きということになっております。 

あと軽減措置のお話ですが、平成３１年度から軽減率を段階的に見直すという

ことで、次年度では全て本則という形で、保険料の軽減をされるというふうに聞

いております。これにつきましては、以前より後期高齢者医療の保険料自身を市

町村独自で算定をするということでありませんので、なかなか国庫補助で独自で

補塡をするというのは本会計だけで補塡をするのは非常に厳しいものがあります。

また、この分を町独自で補塡をするということになりますと、当然一般会計から

の補塡で補うということになりますので、これについては法定外の繰入れという

ことになってしまいますので、現実的ではないと考えております。 

これにつきましては、国への要望事項としまして以前より要望させていただい

ておりますが、高齢者の方々が将来不安なくこの制度が続いていく限り制度の運

営が持続できるような形と、高齢者の方が不安なく毎日医療を受けることができ、

生活ができるような形で国からの財政支援を求めていくというふうな形で要望し

ております。今後も大阪府高齢者医療広域連合への資金交付による保険料の抑制

について、他の市町村と足並みをそろえまして継続して、強く国に要望していき

たいと考えております。 

松尾委員長 よろしいですか。 

中原副委員長 よくないけどいいです。 

松尾委員長 それでは、ほかの委員の皆さん質疑ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 
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討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原副委員長 はい。 

松尾委員長 反対ですか、賛成ですか。 

中原副委員長 反対します。 

松尾委員長 それでは、中原副委員長どうぞ。 

中原副委員長 反対というか、賛同いたしません。 

さっきの答弁で、その保険料は据置きということをおっしゃって、確かに今年

度から見ると据置きなんですけど、この７期というのは６期と比べると引き上げ

られているので、引き上げられた重い負担が残念ながら続くという意味なんです

ね。 

それでまあ私は繰り返し申し上げているように、この制度そのものが早くなく

なるべきだと思っているんです。それで、お答えにあったとおり、次年度からは

本則ということでこれまで低所得者に配慮されていた軽減措置があったんですけ

れども、それもすっかりなくなってしまうということで、非常に重い負担に今後

なっていくということが考えられますから、それが分かっている以上、そしてま

た独自にそれへの救済の手だてが講じられないということも答弁の中で確認され

たところから、賛同はできないと考えるものでございます。 

松尾委員長 賛成の方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 ないですね。 

これで、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

松尾委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第８号は、本委員会において可決されました。 

議案第１１号、「令和３年度岬町介護保険特別会計予算について」を議題とし

ます。本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事長の説明を省

略したいと思います。 
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予算書２９９ページから３４７ページをご覧ください。 

質疑ございませんか。 

竹原委員。 

竹原委員 私から一点お願いします。 

３２９ページです。一般介護予防事業ということで、節で言う１２委託料、福

祉課に関連しまして、地域介護予防活動支援等事業委託料と。２９８万１，００

０円、この内容について少し説明をいただきたいです。お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 竹原委員のご質問にお答えいたします。 

こちらの事業は一般介護予防事業ということで、高齢者の方の介護予防に資す

る事業でございます。その中で委託料としまして、地域介護予防活動支援事業と

いうことで、こちらにつきましては介護予防事業としまして、各種の教室を開か

せていただいている委託料になります。 

主な教室としましては、各地域で行っております音楽運動教室と、あとは地域

の和歌山大学の方が開発した健康体操でありますワダイビクスの方への支援とい

う形の内容を、ここで委託料として計上させていただいているところでございま

す。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 それでは、その音楽の運動というのとワダイビクスの活動について、現下とし

て何かどれぐらいの参加があるとかいうのはつかまれているでしょうか。お願い

します。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 私どものほうで把握してますのが、音楽教室につきましては現在港地区と、

あとは淡輪の交流センター、そちらのほうでの事業を今のところ２か所で実施し

ておるというところで聞いております。 

ワダイビクスの活動につきましては、本年度につきましてはなかなかコロナ禍

の中、開催のほうが難しかったと聞いておりまして、何と言うんですか、なかな

か活動ができてないというのは聞いてるんですけども、各自主活動につきまして

は、可能な限りそれぞれの地区でやっていただいていると聞いております。 

こちらの委託料に掲載しておりますのは、和歌山大学に委託しての事業でござ
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いますので、こちらにつきましては本年度コロナ禍においてちょっと実施するこ

とができなかったということでございます。 

松尾委員長 竹原委員。 

竹原委員 もう少しだけ教えてもらいたいのが、その和歌山大学の介護の専門分野のとこ

ろと連携をしてということですが、私の立場とすると、そのワダイビクスに参加

したいという地域の高齢者がかなり出まして、現時点ではコロナの関係で集まれ

てないとは聞いておりますが、するとなったらもう近くのさくら会館でもいっぱ

いになって、入れないぐらいの盛況ぶりだと聞いております。 

また、各集会所なりでも実証をしていきたいという中で、やはりワダイビクス

の指導員の育成とか、あと備品の購入とかに関しても、もっと積極的に投資をす

べきだなと考えておりますが、その方向というのは、町の考え方も一緒でしょう

か。お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 そうですね、ワダイビクスをされてる方、グループへの支援につきましては、

今まで引き続きやってきてるところです。 

和歌山大学のほうと委託してる事業につきましては、指導者の後任の方がなか

なか難しい、いてないということで、ワダイビクスのほうからも聞いております

ので、そこにつきましては和歌山大学と協議させていただいて、指導者の育成の

方法、何かいい方法はないかというところは協議のほうをさせていただいて、検

討させていただいているところでございます。 

備品購入につきましては、同じページの備品購入費の所用器具費の中に計上さ

せていただいておりまして、そちらの中でワダイビクスに使用可能ないわゆるス

テップ台ですね、そういったものも購入も例年通りの計上をさせていただいて、

支援のほうをさせていただく方向で考えております。 

松尾委員長 よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

中原副委員長どうぞ。 

中原副委員長 予算書３０９ページのこの特別会計についても、保険料について確認して

おきたいと思います。 

今年度は保険料が引き上げられまして、今年度じゃない、２０１８年度から３
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年単位で考えていきますから、来年度は見直しされた保険料ということになるわ

けですけれども、来年度は実質据置きと聞いておりますが、そのように理解して

いいのかお聞きしたいというのが一点です。 

それから、３１１ページの、款４国庫支出金、項２国庫補助金、目２地域支援

事業交付金、介護予防日常生活支援事業に関わってお尋ねをいたします。 

かねてからお聞きをしておりますが、チェックリストのみに基づいて総合事業

を利用されている方の人数をお聞かせください。 

それから、予算書の３３１ページ。目１包括的支援事業費の節１２委託料、地

域包括支援センター運営委託料についてお尋ねします。 

過去に聞いたことがあったかもしれませんが、運営委託料が今年度から増額を

されているんです。その理由は何だったか、もしかして過去に聞いたかもしれま

せんけど、お尋ねをいたします。 

質問はもうあと一項目なので、聞いてしまっておきたいと思います。 

予算書３３３ページの款４、目５認知症総合支援事業費の節２給料、ここで一

般職級二人ということになっているんですけど、認知症地域支援推進員という立

場の方のお給料は、この二人のうちの一人だというように考えていいのかお聞き

したいと思います。お願いします。 

松尾委員長 以上４点。 

南課長。 

南福祉課長 副委員長の質問にお答えさせていただきます。 

まず保険料ですけども、令和３年度の介護保険料につきましては、この後の議

案で介護保険料条例もございますが、そちらでも提案のとおり令和３年度は令和

２年度からの保険料と比べて据置きという形でさせていただいております。 

２点目のチェックリストのみで総合事業を利用されている方の人数ですけども、

令和３年３月１日現在６名いらっしゃいます。 

次に、包括支援センター委託料の令和元年度から２年度以降増額している理由

ということですけども、こちらにつきましては、令和２年度から町の任期付職員

の処遇改善がございまして、給料面であるとか手当面につきまして処遇改善を図

ったということで、人件費のほうがかなり上がりました。社会福祉協議会に包括

支援センターのほうは委託しているんですけども、そちらの社会福祉協議会にお
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いても契約社員につきましては、町の任期付職員に準じた形の処遇としておりま

すということから、その分の経費が委託料として増額した経費を上げさせていた

だいているところです。 

最後の認知症総合支援事業費の給料の中の二人は、認知症地域支援推進員が含

まれているかというところでございますが、こちらの二人につきましては、１名

が正職員、１名が任期付職員となっております。今現在は任期付職員の方に認知

症地域支援推進員を担っていただいておりますので、その方の分の人件費がこち

らに１名含まれているというご理解で結構だと思います。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 チェックリストのみに基づいて、総合事業の利用をなさっている方が６人、

これが少し増えているように思うんですけど、その時点、その時点で利用者数と

いうのは増えたり減ったりすると思いますが、傾向として増えていると見ていい

のか、増えたり減ったりしているという、平均したらあまり変わらないというこ

となのかお聞きしたいのと、それから念のため改めてお聞きしますけれど、ご本

人の意思はしっかりと尊重した上で、チェックリストのみに基づく利用が進めら

れているのか確認をいたします。 

それから、地域包括支援センターの運営委託料ですが、処遇が改善されるとい

うことで結構なんですけど、任期付職員とおっしゃられましたけれど、会計年度

任用職員のことなんでしょうか。私あんまりね、任期付職員というのはあんまり

よく分かんないんですよ、私ね。いろんな形で雇用されてますよね、町はね。そ

の中の種類がいろいろあって、私よく分からないんだけど、会計年度任用職員が

その処遇が改善されたというのは分かってるんだけど、この包括支援センターの

運営委託料を考えるときに、人件費については任期付職員を基準に考えていくと

いうことになっているんでしょうか。その辺りをもう少しご説明いただきたいと

思います。 

それから最後にお答えをいただいた認知症地域支援推進員についてお尋ねいた

します。 

この役割を担っておられる推進委員の方については、２０１４年からこの認知

症地域支援推進員という肩書で雇用されているというふうに思うんですけど、こ

の方に果たしていただいている役割といいますか、結構大変じゃないかなと思う
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んです。予算書の次のページを見たら、その認知症に関わるいろいろな事業が書

かれておりますし、そういった事業で中心を担うないといけないのかなと思いな

がら見せていただいていたり、また医療関係だとか介護関係なんかのところとい

ろいろな相談というか、連携なんかもかなり打合せとかもやってかないといけな

い状況にあるのかなと思うんですが、業務内容の主立ったものを教えていただき

たいなと思います。お願いします。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 副委員長の質問にお答えいたします。 

まず、総合事業の関係でチェックリストのみの利用人数が６人となったことが

増えているというところですけども、増えたのはその時期によるものだというふ

うにご理解いただいたらいいかと思いますが、ただ運用方法につきましてはあく

まで先に要介護認定・要支援認定の方を受けていただいた方が、更新の際にもう

総合事業しか使わないということで本人の希望がありましたら、もう更新認定を

受けられないということで、本人さんの意思を確認した上でチェックリストのみ

での運用とさせていただいていることには変わりません。 

松尾委員長 廣田理事。 

廣田まちづくり戦略室理事 任期付職員に簡単な説明ということなんですけども、そのも

ともと任期付職員、本町のほうにでも二十数名いてるんですけども、任期付職員

ということで任期が限られているということなんですけども、法的には３年から

５年の任期で職員のその資格とか、いろんな福祉系の専門の資格であるとか、い

ろんな特殊な経験をお持ちであるとか、そういう資格とか経験の実績を生かして、

正職員に準じた待遇で任期を限って雇用されるというのが任期付職員という形に

はなるんですけども、会計年度任用職員と比べて、公務員は公務員なんですけれ

ども、どちらかといえば任期付職員のほうがより職員に近い、職員とほぼ同じ重

責があるという意味合いになるかなと思います。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 任期付職員につきましては、今の人事担当の廣田理事より説明があったとお

りでございます。社会福祉協議会におきまして、包括支援センターのほうの事業

を実施する際に、社会福祉協議会の正社員職員が１名とあとは社会福祉協議会の

契約社員という形で任期を付けた形の社員を雇用していただいているというとこ
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ろでございまして、その方を町の任期付職員に準じた取扱いという形で雇用して

おるもので、そちらが委託料に連動した形で計上させていただいているものでご

ざいます。 

３点目の認知症地域地域推進員の主な業務でございますが、認知症地域推進員

につきましては、基本は認知症に関するいろんなサポートをする機関です。包括

支援センターであるとか事業所、または病院とかケアマネジャーさんとか、認知

症の方をつなぐ役割をしていただくのが地域支援推進員の業務だと思っておりま

して、そういった業務を地域へ出向いてやっていただいているということが主な

業務と、あとは中のほうでこの予算のほうにも計上しております初期集中支援チ

ームのサポートであるとか、研修会の開催とかいうことをやっていただいている

ということです。 

松尾委員長 中原副委員長 

中原副委員長 任期付職員について勉強になりました。 

廣田理事のお話ですと、通常３年から５年で任期が限られているというように

おっしゃったかなと思うんですけど、お聞きした認知症地域支援推進委員につい

ても、同じような任期の期間、３年から５年とかいうようになっているんでしょ

うか。当初この肩書の方を募集して配置し始めた頃は、任期が１年間だったのか

なと思うんですけれど、この仕事については現在も何と言うか、定めた任期があ

るんでしょうか。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 町全体の任期付制度につきましては、私のちょっと範疇ではないので置いと

きまして、今現在雇われている方につきましては、たしか昨年度、令和元年度を

もって５年を迎えたということになりましたので、改めて公募をし直しまして、

選定をし直した結果、たまたま同じ人が選任されて、本年度からまた１年目とい

う形での雇用となっておるところでございます。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 ということは、この認知症地域支援推進員という役割の方は、任期を５年

とか限って雇うということにしておられるということですね。 

松尾委員長 南課長。 

南福祉課長 これは福祉課に限ったことではございませんので、福祉課だけじゃないんで
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すけども、町の任期付職員の雇用の仕方としまして、雇用契約はあくまで１年、

ただ雇用を始めたときから５年間は、継続して雇用するというような運用を続け

ているということで伺っております。 

松尾委員長 中原副委員長。 

中原副委員長 １年更新、最大５年という考え方ですね。なるほど、分かりました。 

この認知症地域支援推進員という役割は、非常に取り分け岬町では大事な役割

を担ってこられたであろうと思いますし、これからも大事になってくると思うん

です。 

それで今お聞きしたところだと、認知症に関するサポート、かなり幅広い活動

ということになるのかなと聞いてて思ってたんですけど、実際には認知症の方の

ところへ行って、何かその必要な機関とマッチングするというか、紹介するとい

うか、そんな活動が主なんですか。何かそんな印象を受けましたけれど、そうい

ったこととか、あとは３３５ページにあるその認知症初期集中支援チームとか認

知症の研修会を実施するときのサポートをなさると。大体こういったお仕事をし

ていただいてるということなんですね。分かりました。 

何かイメージが湧きにくくて、今聞いたところだとこう現場にも行って、お困

りのその認知症の方との対応もするし、あとそのどう言ったらいいのかな、いろ

んな計画を立てて何かを進めていくとかいうような、そういう組織だったことも

なさるということで、非常に幅広い活動をしながら認知症対策に取り組んでおら

れるんだなぁということがイメージできました。 

どうもありがとうございます。分かりました。 

松尾委員長 よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 それでは、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

中原副委員長 討論はします。賛成はしません。 

松尾委員長 反対ですね。そしたら、中原副委員長どうぞ。 

中原副委員長 賛成はいたしませんが、先ほど質疑でお聞きした総合事業についての運用
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の考え方については、妥当な運用と考え方を持って進めておられるなということ

を改めて確認させていただいたところであります。 

賛同できないと考える理由は、来年度から据置きということではありますけれ

ども、今年度までの保険料が高かったもんですから、据置きということではあり

ますけれども、その高い保険料が維持されてしまうということから、賛成はでき

ないと考えるものであります。 

松尾委員長 賛成の方。 

竹原委員。 

竹原委員 この件に関しまして、介護保険の件に関しまして、賛成の立場で討論に加わら

せていただきます。 

質疑でもさせていただきましたように、地域の人たちが自分たちの健康をしっ

かりと推進していくために、地域ぐるみで実施している事業があったということ

と、また、社協さんを含め地域でいろいろな各種いろいろな団体を立ち上げて、

地域のことは地域で解決できるようにコーディネートしていただいて、それがだ

んだんと地域に根差してきたのかないうことが見える、これが大きな判断となり

ましたので、賛成とさせていただきます。 

松尾委員長 ほかに討論に参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 はい。これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１１号について原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

松尾委員長 はい、挙手多数であります。 

よって議案第１１号は、本委員会において可決されました。 

議案第１７号「岬町国民健康保険条例の一部改正について」を議題とします。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略し

たいと思います。 

それでは質疑ございませんか。１７号。 

中原副委員長。 

中原副委員長 今回の提案理由としては、税制改定に対応するものということかなという
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ように理解をしております。 

一転、自分なりに調べたんですけどやっぱりよく分からなかったことがあるの

で、お聞きしたいんですけど、未利用土地のこれは控除に関わるその税法上のと

いうか、税制上の改定に伴うものなんで、なんか国保と全然関係ないみたいな気

がするんだけど、その未利用土地に関わって譲渡した場合の特例措置が設けられ

たりしたという税法上の改定に対応するものなんですけれど、その未利用土地と

いうのがやっぱイメージがよく分かんないんですよ。 

例えば、岬町内にその未利用土地に該当するような土地があるのかなと。これ

はあれかな、もしかして相馬さんとかに答えてもらうのかしら。何か税金に関わ

ることで何か国保に関わるんだけど、発端としては税制改正に伴うものなので、

国保の担当の方にお答えいただくのが妥当かどうかよく分からないんですが、関

連するからお聞きします。ここで言うところの未利用土地のイメージが湧くよう

な、例えば岬町内のこんなところですよとか、そういうことがあればお聞きした

いという一点であります。 

松尾委員長 どなたがお答え。 

相馬部長。 

相馬財政改革部長 未利用土地についてのご質問でございますけれども、参考資料の裏面

にもありますとおり、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長

期間にわたり利用されていないという状況でございまして、その背景にあります

のが、未利用土地の増加は、所有者不明土地の増加要因にもなっているといった

ことがございます。人口減少が進展して、利用ニーズが低下する土地が増加して

いる状況の中で、これらの土地の多くは売却額が低いために、相対的に解体費な

どの譲渡費用の負担が重くのしかかっているということで、土地を売らずに空き

地として放置し、未利用土地の増加が要因となっているという現状を踏まえまし

て、税制改正が行われたところでございます。 

個人を対象に未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から１００万

円を控除するといった特例措置を創設するという内容になってございます。制度

の内容はそのような状況ですが、ただ町内にそのような土地があるかないかにつ

いては、所有期間が５年を超えるといったことと、譲渡価額がその土地の上にあ

る建物等も含めて、５００万円以下の譲渡であることが前提となっております。
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したがいまして、岬町においてどの場所というのはなかなかお答えしづらいとい

う状況であることをご理解いただければと思います。 

松尾委員長 副委員長、よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 それでは、いいですか。 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１７号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（挙手全員） 

松尾委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１７号は、本委員会において可決されました。 

議案第１８号「岬町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 

本件については、本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略し

たいと思います。 

それでは質疑ございませんか。 

中原副委員長。 

中原副委員長 お聞きするのは念のため確認しますが、特定地域型保育事業（家庭的保育

事業等）という施設が、岬町内にあるかないかお聞きしたいと思います。 

頂いていた概要によりますと、今申し上げた施設の解説としては、事業所内保

育事業というのも書いてありますので、該当するところがもしかしてあるのかな

と思って、資料を改めて見ていたんですが、岬町内に現時点で対象となる施設が

あるかないかお尋ねします。 
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松尾委員長 松下副理事。 

松下しあわせ創造部副理事 中原副委員長のご質問にお答えさせていただきます。 

岬町内に家庭的保育事業所、特定地域型保育事業所等があるかどうかというこ

とのご質問ですが、岬町内には現時点としては対象となる施設はございません。 

松尾委員長 よろしいですか。中原副委員長。 

はい。ほかに質疑ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 それではこれで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

賛成ですか、反対ですか。 

中原副委員長 反対です。 

松尾委員長 それでは、どうぞ。 

中原副委員長 私は石橋をたたいて渡り過ぎかもしれませんが、反対をしておきたいと思

います。 

現時点では、対象となる施設が岬町内にはないということは、先ほど確認させ

ていただいたところであります。ただ、これは内容からしまして概要に書いてあ

るとおりなんですが、ゼロから２歳児までの児童が３歳になって卒園をするとい

うときに、次に行く先で受皿がきちんと確保されていないといけないわけなんで

すが、市町村が保護者の希望に基づいて次の施設をきちんと提供しますというこ

とになってる場合は、対象となる施設には、次に行く先を確保する必要はないと

いうふうに緩和をされてしまうものなんです。市町村が岬町の場合は、きちんと

保育に欠ける子どもの保育については確保するということでなさっておりますけ

れど、子どもにとっていいのは市町村もその努力をきちんとやるし、今行ってい

る施設が卒園したら次に行く先についてもきちんと前の施設も努力をして確保す

ると、保育に各子どもの保育先については、きちんと市町村がやってるから、施

設はもうその責任果たさなくていいですよというような緩和は、私はよくないと

思います。 

実際にこのことによって不利益が生じるとか、そういうことはちょっと岬町に

おいては考えにくいとは思うんですけれど、こういう意味での緩和は望ましくな
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いというように考える立場から、賛同はできないと考えるものであります。 

松尾委員長 賛成の方で参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１８号について原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

松尾委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第１８号は本委員会において可決されました。 

議案第１９号「岬町介護保険条例の一部改正について」を議題とします。 

本件については本会議で説明を受けておりますので、理事者の説明を省略した

いと思います。 

それでは、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

賛成ですか、反対ですか。 

中原副委員長 賛成はいたしません。 

松尾委員長 はいそれでは、中原副委員長どうぞ。 

中原副委員長 これは今回の提案についても、２つ前の議案のように税制の改定に基づく

もの、また、保険者が不利益にならないようにその辺りの努力が講じられるもの

ということは理解をするものでありますが、来年度予算の介護保険の特別会計で

申し上げたとおり、来年度以降の保険料については既に値上げをされた保険料が

据え置かれると。引下げができればよかったんですけれど、高かったものがその

まま維持されるということになるという提案も兼ね備えられておりますので、賛

同はできないと考えるものであります。 

松尾委員長 ほかに討論に参加される方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 
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松尾委員長 はい。これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１９号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（挙手多数） 

松尾委員長 挙手多数であります。 

よって議案第１９号は、本委員会において可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案１０件については、全て議了しまし

た。 

続いて、案件２「その他」に入ります。 

その他で本委員会所管の事項で何かございませんでしょうか。 

坂原委員。 

坂原委員 長時間にわたってお疲れのところ恐縮ですが、２点ほど確認させていただきま

す。 

今特に住民が気になっているワクチン接種のことですが、今回のこの委員会で

はそのワクチン接種に関しては付託されませんでしたので、委員会の中でも聞け

ませんでした。ワクチン接種が今、テレビとかで盛んにいろいろ情報が氾濫して

おります。それを聞いた住民がすごく不安に思っているのですが、岬町において

はいつから本格的に始まるのかというのが、はっきりしたその情報がないので、

皆、混乱してる状態です。そこで今分かっている、判明しているとこですね、を

お聞きしたいとに思います。 

高齢者が先行であるんですけど、まずその前に先にその医療従事者というのが

ありますので、町内にも医療従事者がおりますので、その家族もいてるというこ

とでありますので、その町内のその医療従事者の関係いつ頃からどんな形で始ま

るのか、その次の高齢者というのはいつ頃からその本格的な接種が始まるのか。

クーポン券の配布をいつ頃になるのかというような、今のところ現段階で分かっ

ている範囲で結構ですので、お教え願いたいと思います。よろしくお願いします。 

松尾委員長 松井部長。 

松井しあわせ創造部長 コロナワクチン接種に関してですが、これまで先日の全員協議会

と一般質問、また令和２年度一般会計補正予算（第９次）の専決処分においても
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説明させていただき、その後、今、坂原委員言われましたように医療従事者の接

種につきましては、都道府県が実施主体となって、３月の８日、９日からの接種

が始まっていると聞いております。 

ただ、岬町の医療従事者がどのように接種されるかという具体的なところは、

把握しておりませんので、何とも言えないんですが、医療従事者で希望される方

については、順次接種されるものと思っております。 

そこで、市町村が実施するワクチン接種につきましては、住民の方で６５歳以

上の高齢者の方の接種を市町村が実施することになります。 

ただ、ワクチンの供給量がまだ具体的な数が正式に示されていない状況で、大

阪府からは４月の第１週・第２週で入ってくるワクチンを、高齢者の人口割で各

市町村に配布すると聞いています。 

本格的にワクチンが入ってくるのは、４月２６日の週のいずれかの日から本格

的に供給されるとの情報があり、一箱、一箱には１９５瓶。（１９５バイアル）

１バイアル５回接種分と計算しますと、９７５回分のワクチンがこの４月の２６

日の週に入ってくるだろう。そうなれば本格的に岬町が実施するワクチン接種に

つながるものと思ってます。 

今までも説明させてもらっていますように、高齢者の接種につきましては、医

療機関の協力を得ながら個別接種で行いたいということで、今、医療機関との調

整が順次進めていく必要があると認識をしております。 

４月２６日の週から始められると仮定して逆算しますと、接種券の配布時期に

つきましては、最初は３月下旬で想定をしていましたが、４月初旬にずれ込む見

込みで、早い段階で接種券を配布して、まだ予約の取れない状況が続けば、問合

せ等が多く出てきますので、本格的に実施する時期を見定めた上で、接種券の配

布に努めていきたいと考えます。 

接種券の印刷等は既に業者発注しておりまして、それまでには接種券が納品さ

れることになっております。発送時期が決まり次第、速やかに送付できるような

準備してまいりたいと思ってます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 ありがとうございます。この件に関しては、日々刻々その事情が変わってきて

いるので、その都度新しい情報を得たいと思って聞きました。 
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このワクチン接種に関してもそうですが、特にこのコロナに関連して周知方法

をどうしているのかなと思うんですが、今のところは大体周知方法はホームペー

ジで岬だよりかな。その都度、何かまた急なことがあったら、その回覧板とかあ

ると思うんですけど、特にこんなころころと情報変わるようなことについては、

リアルタイムで、そのすぐに伝わるようなものが必要かと思うんですけど、そう

いう意味でＬＩＮＥの公式アカウントを岬町でもこれ使ったらどうかと思うんで

す。特にこの件なんかは、すぐに登録さえしてもらったら、すぐにこちらから情

報流せると思うんで、それはいいのかと思います。コロナ感染者数なんかも住民

にしたら気になるところですけど、ホームページで開けば分かるけど、そこまで

ようせん人もいるし、あるので、ＬＩＮＥアカウントなんかは町で公式で取って、

どんどん登録してもらったらどうかなというように思うんです。実はややこしそ

うやけど、高齢者は結構今スマホ持っててＬＩＮＥやってるんです。なので、高

齢者にもこれはなじみやすいと思うんで、その辺どうでしょうか。これは誰が答

えるのかな。 

松尾委員長 西部長。 

西総務部長 ＬＩＮＥ公式アカウントの件について、お答えさせていただきます。 

岬町は既に準備を進めておりまして、２月の上旬にＬＩＮＥのほうに公式アカ

ウントの申請をしております。 

ただ、通常であれば１０営業日ぐらいで公式アカウントのＩＤを頂けるんです

が、今各団体一斉に登録しておりまして、１か月以上かかるということで、ＬＩ

ＮＥのほうから連絡をいただいている状況になっております。公式アカウントの

ＩＤが決まりましたら、すぐ住民の方には周知をさせていただきたいと考えてお

ります。ＬＩＮＥを使った今回のワクチンの情報とか、そういうものについては

また担当とも連携しながら、発信してまいりたいと考えております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 その件は、それでよろしくお願いします。 

あともう一点なんですが、これは去年の９月議会に私が決算のときに申し上げ

たんですけど、国保の関係です。保険年金課で手続ができなかったので、計上で

きなかったというような報告がありました。それはその人手不足かなというよう

に、そのときに僕が発言しましたけど、ほんで次はもう今そういう現状があるな
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らば、次はそうならないようにしていくべきだと提案といいますか、発言させて

もらいました。 

そこで、今この４月の年度変えの時期を迎えて、次の人事異動なんかもあると

思うんですけど、今年は全く同じ体勢でいったら、また同じことになるのかなと

思うので、その辺その人事の考え方ですね、人事はどうなってるのかとそこまで

は聞いてませんけど、その辺の少しは手厚くできてるのかなというその辺の考え

方をお聞きしたいと思います。 

松尾委員長 川端室長。 

川端まちづくり戦略室長 業務の進捗管理等の必要なマネジメントについては、各所属長

のほうで行っているところですが、新たに取り組む事業が増えたとか、既に取り

組んでる事業が終了したとかいう業務の増減に応じまして、適正な人事配置に努

めているところですが、常に所属長とは情報共有を行いながら、人事のほうも把

握してるところですが、今後につきましても継続して所属長との情報共有を図っ

てまいりたいと考えております。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 ちょっとそれじゃ足らんように思うんだけどね。それは毎年そうしてるのだと

思うんですけど、そやけどできへんかった現実が前回あったわけですよ。そやか

ら、その分何か手厚くしているのかなという、あえて聞いてるんですけど、その

辺の答弁できないのか知らんけど、もう一度聞きます。 

松尾委員長 川端室長。 

川端まちづくり戦略室長 坂原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

業務量の増減等も考慮しながら、人事異動、人事の強化等を図ってまいりたい

と思ってます。 

松尾委員長 坂原委員。 

坂原委員 もちろんその一つのその課だけじゃなくて、もちろん全庁的にバランス見てそ

れはすべきだと思うんですけど、これからもきめ細かく現場を見ていただいて、

その辺の配慮・手配をしていただくようにお願いしときます。 

松尾委員長 ほかの委員の皆さんで、その他についてありますか。 

（「なし」の声あり） 

松尾委員長 なければ、本日の審議経過並びに結果については次の本会議において委員長
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報告を行いますので、委員の皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

これで厚生委員会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

（午後 ４時４５分 閉会） 
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 以上の記録が本町議会第１回定例会付託委員会の会議のてんまつに相違ないことを記 

するため、ここに署名する。 
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